
令和６年度　集団指導

令和６年度　介護報酬改定
〔介護予防〕小規模多機能型居宅介護

日向市　健康長寿部　
高齢者あんしん課　介護認定係

1



目　次
通則等 小規模多機能型居宅介護費 減　算 加　算

P.3　端数処理 P.17　小規模多機能型居宅介護費 P.24　定員超過利用減算
P.43　特別地域小規模多機能型居宅介護加
算　[改定]

P.4　他サービスの利用 P.21　短期利用居宅介護費 P.28　人員基準欠如減算
P.45　中山間地域等における小規模事業所加
算　[改定]

P.5　施設外泊時の算定 P.35　身体拘束廃止未実施減算　[新設]
P.47　中山間地域等に居住する者へのサービ
ス提供加算　[改定]

P.6　同一時間帯の複数サービス利用
P.36　高齢者虐待防止措置未実施減算　[新
設]

P.49　初期加算

P.7　入所日数の数え方 P.38　業務継続計画未策定減算　[新設] P.50　認知症加算　[改定]

P.8　定員超過利用の場合の算定 P.41　過少サービスに対する減算 P.53　認知症行動・心理症状緊急対応加算

P.9　常勤換算方法による職員数の算定方法 P.54　若年性認知症利用者受入加算

P.10　人員基準欠如の場合の単位数 P.56　看護職員配置加算

P.12　新設・増床・減床の場合の利用者数 P.58　看取り連携体制加算

P.13　市町村による独自報酬の設定 P.63　訪問体制強化加算

P.14　認知症高齢者の日常生活自立度の決定
方法

P.68　総合マネジメント体制強化加算　[改
定]

P.16　月途中の変更 P.74　生活機能向上連携加算

P.81　口腔・栄養スクリーニング加算

P.84　科学的介護推進体制加算　[改定]

P.92　生産性向上推進体制加算　[新設]

P.95　サービス提供体制強化加算 2



通則等　端数処理
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する
費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について　(平成18年3月31日　老計発第
0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号)最終改正:令和6年4月18日老高発0418第１号、
老認発0418第１号、老老発0418第１号

(１)　算定上における端数処理について

　単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算（何らかの割合を乗ずる計算に限る。）を行う度に、
小数点以下の端数処理（四捨五入）を行っていくこととする。

　つまり、絶えず整数値に割合を乗じていく計算になる。

　この計算の後、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示（令和３年厚生
労働省告示第73号）附則第12条に規定する単位数の計算を行う場合は、小数点以下の端数処理（四捨五入）を行
うが、小数点以下の端数処理の結果、上乗せされる単位数が１単位に満たない場合は、１単位に切り上げて算定す
る。

　算定された単位数から金額に換算する際に生ずる１円未満（小数点以下）の端数については「切り捨て」とする。

　なお、サービスコードについては、加算等を加えた一体型の合成コードを基本として作成しており、その合成単位
数は、既に端数処理をした単位数（整数値）である。
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通則等　他サービスの利用
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準　(平成18年3月14日　厚生労働省告示第126号)最終改正:令和6年3月15日厚生労働省告示第86号

注８　
登録者が短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護若しくは複合型サービスを受けている間は、小規模多機能型居宅介護費は、算定しない。

指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準　(平成18年3月14日　厚生労働省告示第126号)最終改正:令和6年3月15日厚生労働省告示第86号

注９　登録者が一の指定小規模多機能型居宅介護事業所において、指定小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型サービス基準第６２条に規定する指定小規模多機能型居宅介
護をいう。以下同じ。）を受けている間は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定小規模多機能型居宅介護事業所が指定小規模多機能型居宅介護を行った場合に、
小規模多機能型居宅介護費は、算定しない。

指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項に
ついて　(平成18年3月31日　老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号)最終改正:令和6年4月18日老高発0418第１号、老認発0418第１号、
老老発0418第１号

(２)　サービス種類相互の算定関係について
　
　特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護若しくは地域密着型特定施設入居者生活介護を受けている間については、その他の指定居宅サービス又は指定地域密
着型サービスに係る介護給付費（居宅療養管理指導費を除く。）は算定しないものであること。
　ただし、指定特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護の提供に必要がある場合に、当該事業者の費用負担により、その利用者に対してその他の居宅サービス又
は地域密着型サービスを利用させることは差し支えないものであること。
　また、短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受けている間については、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護費及び通所リハビリテーショ
ン費並びに定期巡回・随時対応型訪問介護看護費、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービス費は算定し
ないものであること。
　なお、小規模多機能型居宅介護を受けている間については、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び福祉用具貸与費を除く指定居宅サービス並びに
指定地域密着型サービスに係る費用の額は算定しないものであること。
　なお、看護小規模多機能型居宅介護を受けている間については、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び福祉用具貸与費を除く指定居宅サービス並びに指定地域
密着型サービスに係る費用の額は算定しないものであること。
　また、同一時間帯に通所サービスと訪問サービスを利用した場合は、訪問サービスの所定単位数は算定できない。 4



通則等　施設外泊時の算定
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する
費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について　(平成18年3月31日　老計発第
0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号)最終改正:令和6年4月18日老高発0418第１号、
老認発0418第１号、老老発0418第１号

(３)　施設外泊時等における地域密着型サービスの算定について

　施設入所（入院）者が外泊又は介護保健施設若しくは経過的介護療養型医療施設の試行的退所を行っている場合
には、地域密着型サービスは算定できない。
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通則等　同一時間帯の複数サービス利用
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する
費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について　(平成18年3月31日　老計発第
0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号)最終改正:令和6年4月18日老高発0418第１号、
老認発0418第１号、老老発0418第１号

(４)　同一時間帯に複数種類の訪問サービスを利用した場合の取扱いについて

　利用者は同一時間帯にひとつの訪問サービスを利用することを原則とする。
　ただし、連携型定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は夜間対応型訪問介護と訪問看護を、同一利用者が同一時
間帯に利用する場合は、利用者の心身の状況や介護の内容に応じて、同一時間帯に利用することが介護のために
必要があると認められる場合に限り、それぞれのサービスについてそれぞれの所定単位数が算定される。
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通則等　入所日数の数え方
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の
制定に伴う実施上の留意事項について　(平成18年3月31日　老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号)最終改
正:令和6年4月18日老高発0418第１号、老認発0418第１号、老老発0418第１号

(５)　入所等の日数の数え方について

①入居又は入所の日数については、原則として、入所等した日及び退所等した日の両方を含むものとする。

②ただし、同一敷地内における短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所、地域密着型介護老人福
祉施設、特定施設又は介護保険施設（以下②及び③において「介護保険施設等」という。）の間で、又は隣接若しくは近接する敷地における介護保
険施設等であって相互に職員の兼務や施設の共用等が行われているものの間で、利用者等が一の介護保険施設等から退所等をしたその日に他
の介護保険施設等に入所等する場合については、入所等の日は含み、退所等の日は含まれない。
　したがって、例えば、短期入所生活介護の利用者がそのまま指定地域密着型介護老人福祉施設に入所したような場合は、入所に切り替えた日に
ついては短期入所生活介護費は算定しない。

③なお、介護保険施設等を退所等したその日に当該介護保険施設等と同一敷地内にある病院若しくは診療所の病床であって医療保険の診療報
酬が適用されるもの（以下「医療保険適用病床」という。）又は当該介護保険施設等と隣接若しくは近接する敷地における病院若しくは診療所の医
療保険適用病床であって当該介護保険施設等との間で相互に職員の兼務や施設の共用等が行われているもの（以下③において「同一敷地内等の
医療保険適用病床」という。）に入院する場合（同一医療機関内の転棟の場合を含む。）は、介護保険施設等においては退所等の日は算定されず、 
また、同一敷地内等の医療保険適用病床を退院したその日に介護保険施設等に入所等する場合（同一医療機関内の転棟の場合を含む。）は、介護
保険施設等においては入所等の日は算定されない。

④厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法（平成12年厚生省告示第27号。以
下「通所介護費等の算定方法」という。）の適用に関する平均利用者数等の算定においては、入所等した日を含み、退所等した日は含まないものと
する。 7



通則等　定員超過利用の場合の算定
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の
制定に伴う実施上の留意事項について　(平成18年3月31日　老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号)最終改
正:令和6年4月18日老高発0418第１号、老認発0418第１号、老老発0418第１号

(６)　定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について

①小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護について当該事業所の登録定員を上回る高齢者を登録させている場合、並びに地域密着型通所介護、認知症対応
型通所介護、認知症対応型共同生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について当該事業所又は施設の利用者等の定員を上回る利用者等を入所等させてい
る場合（いわゆる定員超過利用の場合）においては、介護給付費の減額を行うこととし、通所介護費等の算定方法において、定員超過利用の基準及び単位数の算定方法を明らか
にしているところであるが、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、定員超過利用の未然防止を図るよう努めるものとする。

②この場合の登録者、利用者又は入所者（以下「利用者等」という。）の数は、１月間（暦月）の利用者等の数の平均を用いる。この場合、１月間の利用者等の数の平均は、当該月の全
利用者等の延数を当該月の日数で除して得た数とする。この平均利用者数等の算定に当たっては、小数点以下を切り上げるものとする。

③利用者等の数が、通所介護費等の算定方法に規定する定員超過利用の基準に該当することとなった事業所又は施設については、その翌月から定員超過利用が解消されるに
至った月まで、利用者等の全員について、所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算され、定員超過利用が解消されるに至った月の翌月から通常
の所定単位数が算定される。

④市町村長は、定員超過利用が行われている事業所又は施設に対しては、その解消を行うよう指導すること。
当該指導に従わず、定員超過利用が２月以上継続する場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。

⑤災害（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、虐待を含む。）の受入れ等やむを得ない理由による定員超過利用については、当該定員超過利用が開始した月
（災害等が生じた時期が月末であって、定員超過利用が翌月まで継続することがやむを得ないと認められる場合は翌月も含む。）の翌月から所定単位数の減算を行うことはせず、
やむを得ない理由がないにもかかわらずその翌月まで定員を超過した状態が継続している場合に、災害等が生じた月の翌々月から所定単位数の減算を行うものとする。

⑥小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護において、過疎地域その他これに類する地域であって、地域の実情により当該地域における指定小規模多機能型居
宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護の効率的運営に必要であると市町村が認めた場合に限り、人員及び設備に関する基準を満たすことを要件に、登録定員を超えてサービ
ス提供を行うことが例外的に認められるが、当該定員超過利用については、当該定員超過利用が開始した月から所定単位数の減算を行うことはせず、一定の期間（市町村が登録
定員の超過を認めた日から市町村介護保険事業計画の終期までの最大３年間を基本とする。
　ただし、次期の市町村介護保険事業計画を作成するに当たって、市町村が新規に代替サービスを整備するよりも既存の事業所を活用した方が効率的であると認めた場合に限り、
次期の市町村介護保険事業計画の終期まで延長が可能とする。）に限り所定単位数の減算を行わないこととする。
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通則等　常勤換算方法による職員数の算定方法
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実
施上の留意事項について　(平成18年3月31日　老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号)最終改正:令和6年4月18日老高発
0418第１号、老認発0418第１号、老老発0418第１号

(７)　常勤換算方法による職員数の算定方法等について

　暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該事業所又は施設において常勤の職員が勤務すべき時間で除することによって算定するものとし、小数点第２位以下を
切り捨てるものとする。
　なお、やむを得ない事情により、配置されていた職員数が一時的に１割の範囲内で減少した場合は、１月を超えない期間内に職員が補充されれば、職員数が減
少しなかったものとみなすこととする。
　その他、常勤換算方法及び常勤の具体的な取扱いについては、①及び②のとおりとすること。

①雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和47年法律第113号）第13条第１項に規定する措置（以下「母性健康管理措置」と
いう。）又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。）第23条第１項、
同条第３項又は同法第24条に規定する所定労働時間の短縮等の措置若しくは厚生労働省「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」に沿っ
て事業者が自主的に講じる所定労働時間の短縮措置（以下「育児、介護及び治療のための所定労働時間の短縮等の措置」という。）が講じられている場合、30時
間以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業者が勤務すべき時間数を満たしたものとし、１として取り扱うことを可能とする。

②当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数（32時間を下回る場合は32時間を基本とする。）に
達していることをいうものであるが、母性健康管理措置又は育児、介護及び治療のための所定労働時間の短縮等の措置が講じられている者については、利用者
の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時間として取り扱うことを可能とする。

　また、常勤による従業者の配置要件が設けられている場合、従業者が労働基準法（昭和22年法律第49号）第65条に規定する休業、母性健康管理措置、育児・
介護休業法第２条第１号に規定する育児休業、同条第２号に規定する介護休業、同法第23条第２項の育児休業に関する制度に準ずる措置又は同法第24条第１
項（第２号に係る部分に限る。）の規定により同項第２号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業を取得中の期間において、当該要件に
おいて求められる資質を有する複数の非常勤の従業者を常勤の従業者の員数に換算することにより、当該要件を満たすことが可能であることとする。
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通則等　人員基準欠如の場合の単位数
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項に
ついて　(平成18年3月31日　老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号)最終改正:令和6年4月18日老高発0418第１号、老認発0418第１号、
老老発0418第１号

(８)　人員基準欠如に該当する場合等の所定単位数の算定について

①地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護及び看護小規模多機能型居宅介護については、当該事業所又は施設の職員の配置数が、人員基準上満たすべき員数を下回っているいわゆる人員基準欠如に対
し、介護給付費の減額を行うこととし、通所介護費等の算定方法において、人員基準欠如の基準及び単位数の算定方法を明らかにしているところであるが、これは、適正なサービ
スの提供を確保するための規定であり、人員基準欠如の未然防止を図るよう努めるものとする。

②人員基準上満たすべき職員の員数を算定する際の利用者数等は、当該年度の前年度（毎年４月１日に始まり翌年３月31日をもって終わる年度とする。以下同じ。）の平均を用い
る（ただし、新規開設又は再開の場合は推定数による。）。この場合、利用者数等の平均は、前年度の全利用者等の延数（小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介
護については、１日ごとの同時に通いサービスの提供を受けた者（短期利用居宅介護費を算定する者を含む。）の数の最大値を合計したもの）を当該前年度の日数で除して得た数
とする。
 この平均利用者数等の算定に当たっては、小数点第２位以下を切り上げるものとする。

③看護・介護職員の人員基準欠如については、
イ　人員基準上必要とされる員数から１割を超えて減少した場合には、その翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単位数が通所介護
費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算され、

ロ　１割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する
算定方法に従って減算される（ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。）。

ハ　小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所及び複合型サービス事業所については、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する
基準（平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。）第63条第１項に規定する小規模多機能型居宅介護従業者（通いサービス及び訪問サービス
の提供に当たる者に限る。）、同令第90条第１項に規定する介護従業者及び同令第171条第１項に規定する看護小規模多機能型居宅介護従業者（通いサービス及び訪問サービス
の提供に当たる者に限る。）は前記イ及びロにより取り扱うこととする。
　なお、小規模多機能型居宅介護従業者及び看護小規模多機能型居宅介護従業者については、指定地域密着型サービス基準第63条第４項の看護師又は准看護師の人員基準欠
如に係る減算の取扱いは④、同条第１項の夜間及び深夜の勤務又は宿直勤務を行う職員並びに同条第７項に規定するサテライト型小規模多機能型居宅介護事業所（以下「サテラ
イト型小規模多機能型居宅介護事業所」という。）の訪問サービスの提供に当たる職員並びに指定地域密着型サービス基準第171条第１項の夜間及び深夜の勤務又は宿直勤務を
行う職員並びに同条第８項に規定するサテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所（以下「サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所」という。）の訪問サービスの提
供に当たる職員の人員基準欠如に係る減算の取扱いは⑤を参照すること。
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通則等　人員基準欠如の場合の単位数
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項に
ついて　(平成18年3月31日　老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号)最終改正:令和6年4月18日老高発0418第１号、老認発0418第１号、
老老発0418第１号

(８)　人員基準欠如に該当する場合等の所定単位数の算定について

④看護・介護職員以外の人員基準欠如については、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法
に規定する算定方法に従って減算される（ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。）。
　小規模多機能型居宅介護事業所並びに看護小規模多機能型居宅介護事業所における介護支援専門員及びサテライト型小規模多機能型居宅介護事業所並びにサテライト型看護
小規模多機能型居宅介護事業所における指定地域密着型サービス基準第63条第12項に規定する研修修了者並びに認知症対応型共同生活介護事業所における計画作成担当者
が必要な研修を修了していない場合及び認知症対応型共同生活介護事業所（サテライト型認知症対応型共同生活介護事業所を除く。）における計画作成担当者のうち、介護支援
専門員を配置していない場合についても、同様の取扱いとする。
　ただし、都道府県（指定都市を含む。以下同じ。）における研修の開催状況を踏まえ、研修を修了した職員の離職等により人員基準欠如となった場合に、小規模多機能型居宅介
護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては介護支援専門員を、認知症対応型共同生活介護事業所にあっては計画作成担当者を新たに配置し、かつ、市町村か
らの推薦を受けて都道府県に研修の申込を行い、当該介護支援専門員又は当該計画作成担当者が研修を修了することが確実に見込まれるときは、当該研修を修了するまでの間
は減算対象としない取扱いとする。
　なお、当該介護支援専門員又は当該計画作成担当者が受講予定の研修を修了しなかった場合は、通常の減算の算定方法に従って、人員基準欠如が発生した翌々月から減算を
行うこととするが、当該介護支援専門員等が研修を修了しなかった理由が、当該介護支援専門員等の急な離職等、事業所の責に帰すべき事由以外のやむを得ないものである場
合であって、当該離職等の翌々月までに、研修を修了することが確実に見込まれる介護支援専門員等を新たに配置したときは、当該研修を修了するまでの間は減算対象としない
取扱いとすることも差し支えない。

⑤地域密着型サービス基準第63条第１項及び第171条第１項の夜間及び深夜の勤務又は宿直勤務を行う職員並びにサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の訪問
サービスの提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者又はサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の訪問サービスの提供に当たる看護小規模多機能型居宅介
護従業者の人員基準欠如については、ある月において以下のいずれかの事態が発生した場合に、その翌月において利用者等の全員について、減算することとする。

イ　当該従事者が勤務すべき時間帯において職員数が地域密着型サービス基準に定める員数に満たない事態が２日以上連続して発生した場合

ロ　当該従事者が勤務すべき時間帯において職員数が地域密着型サービス基準に定める員数に満たない事態が４日以上発生した場合

⑥市町村長は、著しい人員基準欠如が継続する場合には、職員の増員、利用定員等の見直し、事業の休止等を指導すること。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場
合を除き、指定の取消しを検討するものとする。 11



通則等　新設・増床・減床の場合の利用者数
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する
費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について　(平成18年3月31日　老計発第
0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号)最終改正:令和6年4月18日老高発0418第１号、
老認発0418第１号、老老発0418第１号

(10)　新設、増床又は減床の場合の利用者数等について

　人員基準欠如及び夜勤を行う職員の員数の算定に関しては、

イ　新設又は増床分のベッドに関して、前年度において１年未満の実績しかない場合（前年度の実績が全くない場
合を含む。）の利用者数等は、新設又は増床の時点から６月未満の間は、便宜上、ベッド数の90％を利用者数等と
し、新設又は増床の時点から６月以上１年未満の間は、直近の６月における全利用者等の延数を６月間の日数で除
して得た数とし、新設又は増床の時点から１年以上経過している場合は、直近１年間における全利用者等の延数を
１年間の日数で除して得た数とする。

ロ　減床の場合には、減床後の実績が３月以上あるときは、減床後の延利用者数を延日数で除して得た数とする。
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通則等　市町村による独自報酬の設定
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項に
ついて　(平成18年3月31日　老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号)最終改正:令和6年4月18日老高発0418第１号、老認発0418第１号、
老老発0418第１号

(11)　市町村が独自に定める介護報酬の設定

　定期巡回・随時対応型訪問介護看護費、夜間対応型訪問介護費、小規模多機能型居宅介護費及び複合型サービス費については、介護保険法第42条の２第４項の規定に基づき、
厚生労働大臣が定める基準により算定した額の範囲内で、市町村が通常の報酬よりも高い報酬（以下「市町村独自報酬」という。）を算定できることとしている。この取扱いについ
ては、厚生労働大臣が定める指定地域密着型サービス費の額の限度に関する基準（平成24年厚生労働省告示第119号）に定めるとおりとし、具体的な取扱いについては次のと
おりとする。

①市町村独自報酬については、加算方式とし、市町村は当該加算に係る要件及び単位数を定めること。

②①の要件については、地域密着型サービス基準に規定された内容を下回る要件としてはならないこと。

③①の単位数については、１の要件につき50の倍数となる単位数とし、１の利用者に対して算定される単位数の上限は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費については500
単位、夜間対応型訪問介護費については300単位、小規模多機能型居宅介護費及び複合型サービス費については1,000単位を超えてはならないこと。

④①の要件について、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成18年厚生労働省告示第126号。以下「報酬告示」という。）に規定する加算の要件を
下回る要件とする場合、報酬告示において定める当該加算に係る単位数を超えることは認められないこと。

⑤市町村は、市町村独自報酬を定めるに当たっては、あらかじめ市町村に設置された地域密着型サービス運営委員会等を活用するなど、当該市町村が行う介護保険の被保険者
その他の関係者の意見を反映させ、学識経験を有する者の知見の活用を図るために必要な措置を講じなければならないこと。

⑥市町村は、市町村独自報酬を設定したときは、その内容を公表し、当該市町村の長が指定した定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、小規模
多機能型居宅介護事業所又は看護小規模多機能型居宅介護事業所に周知するとともに、各都道府県の国民健康保険団体連合会に対し報告を行うこと。

【関連通知】

指定地域密着型サービスに係る市町村独自の高い報酬の算定について 平成19年6月28日　老介発第0628001号、老計発第0628001号、老老発第0628001号13



通則等　「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関
する基準の制定に伴う実施上の留意事項について　(平成18年3月31日　老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発
第0331018号)最終改正:令和6年4月18日老高発0418第１号、老認発0418第１号、老老発0418第１号

(12)　「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について

①加算の算定要件として「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について」（平成５年10月26日老健第135号厚生省老
人保健福祉局長通知）に規定する「認知症高齢者の日常生活自立度」（以下「日常生活自立度」という。）を用いる場合の日常生活自立
度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治医意見書（以下この号において「判定結果」という。）を用いるものとする。

②①の判定結果は、判定した医師名、判定日と共に、居宅サービス計画又は各サービスのサービス計画に記載するものとする。
　また、主治医意見書とは、「要介護認定等の実施について」（平成21年９月30日老発0930第５号厚生労働省老健局長通知）に基づ
き、主治医が記載した同通知中「３　主治医の意見の聴取」に規定する「主治医意見書」中「３．心身の状態に関する意見　(１)　日常生活
の自立度等について　・認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載をいうものとする。
　なお、複数の判定結果がある場合にあっては、最も新しい判定を用いるものとする。

③医師の判定が無い場合（主治医意見書を用いることについて同意が得られていない場合を含む。）にあっては、「要介護認定等の実
施について」に基づき、認定調査員が記入した同通知中「２(４)　認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票（基本調査）」７
の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いるものとする。
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通則等　「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法

厚生労働省Q&A　 ＜認知症高齢者の日常生活自立度を基準とした加算＞

Q.
「認知症高齢者の日常生活自立度」を基準とした加算について、医師が判定した場合、その情報は必ず文書で提供する必要があ
るのか。

21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q＆A(vol.2) ／39

A.
医師が判定した場合の情報提供の方法については特に定めず、必ずしも診断書や文書による診療情報提供を義務づけるもので
はない。
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通則等　月途中の変更

厚生労働省Q&A　

Q.
＜要介護状態区分月期途中で変更になった場合の請求＞
月の途中で要介護状態区分が変更となった場合、例えば4月15日に区分変更申請を行い、要介護2から要介護3に変更となった場合、4月に提供してい
る全てのサービスの報酬請求は要介護3として請求するのか。

12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A vol.2 ／Ⅴ２

A.

　報酬請求においては、当該サービスを提供した時点における要介護状態区分に応じた費用を算定するものであるので、上記の場合、14日までは「要介
護2」に応じた単位数で請求し、15日からは「要介護3」に応じた単位数で請求するものとする。
　また、変更申請中における当該月の報酬請求については、要介護状態区分の結果が分かった後に行うこととなる。
　なお、4月分の訪問サービスの区分支給限度額については、重い方の要介護状態区分である「要介護3」の区分支給限度基準額の9割を適用することと
なっている。

（参考）
訪問サービス区分の支給限度額管理の期間については、要介護認定又は要支援認定の有効期間に係る日が属する月について、それぞれ当該月の初日か
ら末日までの1ヶ月間とすることとなっており、月途中で要介護状態区分が変更となった場合、当該月にかかる訪問サービス区分支給限度額は、重い方
の要介護状態区分に応じた支給限度基準額の9割の額を適用する。

Q. ＜要介護状態区分の変更＞　要介護状態区分が月途中で変更になった場合の請求について

15.6.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.153 介護報酬に係るQ&A(vol.2） ／22

A.

　例えば4月15日に区分変更申請を行い、要介護2から要介護3に変更となった場合、14日まで「要介護2」に応じた単位数で請求し、15日
からは「要介護3」に応じた単位数で請求する。
　また、変更申請中における当該月の報酬請求については、要介護状態区分の結果が判明した後に行うことになる。なお、4月分の区分支
給限度基準額については、重い方の要介護状態区分である「要介護3」の区分支給限度基準額を適用する。
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小規模多機能型居宅介護費
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準　(平成18年3月14日　厚生労働省告示第126号)最終改正:令和6
年3月15日厚生労働省告示第86号

注１　
　イ（１）については、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定小規模多機能型
居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準第６３条第１項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。）の登録者（当該
指定小規模多機能型居宅介護事業所と同一建物に居住する登録者を除く。）について、登録者の要介護状態区分に応じて、登録している期間１月
につきそれぞれ所定単位数を算定する。
　ただし、登録者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

注２　
　イ（２）については、指定小規模多機能型居宅介護事業所と同一建物に居住する登録者について、登録者の要介護状態区分に応じて、登録してい
る期間１月につきそれぞれ所定単位数を算定する。
　ただし、登録者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

注８　
　登録者が短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介
護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護若しくは複合型サービスを受けている間は、小規模多機能型居宅介護費は、算定しない。

注９
　登録者が一の指定小規模多機能型居宅介護事業所において、指定小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型サービス基準第６２条に規定する
指定小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。）を受けている間は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定小規模多機能型居宅
介護事業所が指定小規模多機能型居宅介護を行った場合に、小規模多機能型居宅介護費は、算定しない。
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小規模多機能型居宅介護費
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関
する基準の制定に伴う実施上の留意事項について　(平成18年3月31日　老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発
第0331018号)最終改正:令和6年4月18日老高発0418第１号、老認発0418第１号、老老発0418第１号

(１)　小規模多機能型居宅介護費の算定について

①小規模多機能型居宅介護費は、当該小規模多機能型居宅介護事業所へ登録した者について、登録者の居住する場所及び要介護状
態区分に応じて、登録している期間１月につきそれぞれ所定単位数を算定する。
　月途中から登録した場合又は月途中から登録を終了した場合には、登録していた期間（登録日から当該月の末日まで又は当該月の
初日から登録終了日まで）に対応した単位数を算定することとする。

　また、月途中から小規模多機能型居宅介護事業所と同一建物に転居した場合又は月途中から小規模多機能型居宅介護事業所と同
一建物から同一建物ではない建物に転居した場合には、居住していた期間に対応した単位数を算定することとする。
　これらの算定の基礎となる「登録日」とは、利用者が小規模多機能型居宅介護事業者と利用契約を結んだ日ではなく、通い、訪問又
は宿泊のいずれかのサービスを実際に利用開始した日とする。また、「登録終了日」とは、利用者が小規模多機能型居宅介護事業者と
の間の利用契約を終了した日とする。

②「同一建物」とは、当該小規模多機能型居宅介護事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物（養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有
料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る。）を指すものであり、具体的には、当該建物の１階部分に小規模多機能型居宅介
護事業所がある場合や、当該建物と渡り廊下等で繋がっている場合が該当し、同一敷地内にある別棟の建築物や道路を挟んで隣接す
る場合は該当しない。

　また、ここでいう同一の建物については、当該建築物の管理、運営法人が当該小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居
宅介護事業者と異なる場合であっても該当するものであること。
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小規模多機能型居宅介護費
厚生労働省Q&A　

Q.
＜報酬算定の可否＞
入院により、通いサービス、訪問サービス、宿泊サービスのいずれも利用し得ない月であっても、小規模多機能型居宅介護費の算定は可能か。

18.9.4 介護制度改革information vol.127 事務連絡 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A ／42

A.
　登録が継続しているなら、算定は可能であるが、お尋ねのような場合には、サービスを利用できないのに利用者負担が生じることに配慮して、基本的には、一旦契約を
終了すべきである。

Q.
＜報酬算定の可否＞
養護老人ホームは措置費の下で施設サービスとして基礎的な生活支援が行われているところであり、養護老人ホームの入所者が指定小規模多機能型居宅介護を利用する
ことは想定していないとあるが、養護老人ホームの入所者が指定小規模多機能型居宅介護を利用した場合、介護報酬は算定できないのか。

18.9.4 介護制度改革information vol.127 事務連絡 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A ／44

A.
　養護老人ホームは措置費の下で施設サービスとして基礎的な生活支援が行われているところであり､養護老人ホームの入所者が指定小規模多機能型居宅介護を利用す
ることは想定しておらず､介護報酬は算定できない。

Q.
＜集合住宅減算について＞
月の途中に、集合住宅減算の適用を受ける建物に入居した又は当該建物から退居した場合、月の全てのサービス提供部分が減算の対象となるのか。

27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A（平成27年4月1日）」の送付について ／5

A.

　集合住宅減算については、利用者が減算対象となる建物に入居した日から退居した日までの間に受けたサービスについてのみ減算の対象となる。
　月の定額報酬であるサービスのうち、介護予防訪問介護費、夜間対応型訪問介護費（Ⅱ）及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護費については、利用者が減算対象とな
る建物に居住する月があるサービスに係る報酬（日割り計算が行われる場合は日割り後の額）について減算の対象となる。
　なお、夜間対応型訪問介護費（Ⅰ）の基本夜間対応型訪問介護費については減算の対象とならない。また、（介護予防）小規模多機能型居宅介護費については利用者の居
所に応じた基本報酬を算定する。

※　平成24年度報酬改定Q＆A（vol.１）（平成24年3月16日）訪問系サービス関係共通事項の問１は削除する。
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小規模多機能型居宅介護費
厚生労働省Q&A　

Q.
＜集合住宅に居住する者に対するサービス提供＞
月途中から同一建物に転居した場合等については、居住していた期間に対応した単位数を算定することとあるが、「転居した日」は同一建物以外、同一建物のどちらの単
位数を算定すればよいか。

27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A（平成27年4月1日）」の送付について ／171

A.
　当該利用者の異動後の居住場所により算定する。
　例えば、同一建物に有料老人ホームがある小規模多機能型居宅介護事業所について、戸建住宅に居住しながら当該事業所を利用していた者が、当該事業所に併設する
有料老人ホームに入居する場合には、転居日における基本報酬は、「同一建物に居住する者に対して行う場合」を算定する。

Q.

＜集合住宅と同一の建物に所在する事業所の地域への展開＞
　小規模多機能型居宅介護事業所と同一の建物に居住する登録者が登録定員の８割以上となる場合の減算が廃止され、登録者の居所に応じた基本報酬が設けられたが、
従来可能とされていた、市町村が定める基準において、事業所と同一の建物に居住する登録者の割合の上限を、例えば、登録定員の５割までと定めることは引き続き可
能なのか。

27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A（平成27年4月1日）」の送付について ／172

A.

　可能である。
　なお、当該市町村が定める基準を満たさない事業所は、運営基準違反として指定取消等の対象となり得る。

※　平成24年度報酬改定Q＆A（vol.１）（平成24年3月16日）小規模多機能型居宅介護の問160は削除する。
※　平成24年度報酬改定Q＆A（vol.１）（平成24年3月16日）小規模多機能型居宅介護の問162は削除する。
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小規模多機能型居宅介護費　短期利用居宅介護費
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準　(平成18年3月14日　厚生労働省告示第126号)最終改正:令和6年3月15日
厚生労働省告示第86号

注３　
　ロについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が
定める様式による届出を行った指定小規模多機能型居宅介護事業所において、指定小規模多機能型居宅介護を行った場合に、登録者の要介護状
態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。
　ただし、登録者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める基準　(平成27年3月23日　厚生労働省告示第95号)最終改正:令和6年3月15日厚生労働省告示第86号

五十四　短期利用居宅介護費を算定すべき指定小規模多機能型居宅介護の基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

イ　利用者の状態や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊急に利用することが必要と認めた場合で
あって、指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所
をいう。以下同じ。）の介護支援専門員が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供に支
障がないと認めた場合であること。

ロ　利用の開始に当たって、あらかじめ七日以内（利用者の日常生活上の世話を行う家族等の疾病等やむを得ない事情がある場合は十四日以内）
の利用期間を定めること。

ハ　指定地域密着型サービス基準第六十三条に定める従業者の員数を置いていること。

ニ　当該指定小規模多機能型居宅介護事業所が小規模多機能型居宅介護費の注７を算定していないこと。
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小規模多機能型居宅介護費　短期利用居宅介護費
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関
する基準の制定に伴う実施上の留意事項について　(平成18年3月31日　老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発
第0331018号)最終改正:令和6年4月18日老高発0418第１号、老認発0418第１号、老老発0418第１号

(２)　短期利用居宅介護費について

①　短期利用居宅介護費については、厚生労働大臣が定める基準（平成27年厚生労働省告示第95号。以下「大臣基準告示」という。）
第54号に規定する基準を満たす指定小規模多機能型居宅介護事業所において算定できるものである。

②　宿泊室を活用する場合については、登録者の宿泊サービスの利用者と登録者以外の短期利用者の合計が、宿泊サービスの利用定
員の範囲内で、空いている宿泊室を利用するものであること。
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小規模多機能型居宅介護費　短期利用居宅介護費
厚生労働省Q&A　

Q.

＜短期利用居宅介護費＞
宿泊室を活用する場合については、登録者の宿泊サービスの利用者と登録者以外の短期利用者の合計が、宿泊サービスの利用
定員の範囲内で、空いている宿泊室を利用するものであるが、空いている宿泊室の数を超えて、登録者の宿泊サービス利用と
登録者以外の短期利用の希望が重複した場合の対応如何。

3.3.29 事務連絡 「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.４）（令和３年３月29日）」の送付について ／18

A.

　登録者以外の短期利用は、登録者に対するサービスの提供に支障がない場合に認められるものであり、お尋ねのケースであれ
ば、登録者に対する宿泊サービスを優先すべきである。
　ただし、利用の緊急度に応じて柔軟な対応も可能である。

※ 平成27年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（平成27年４月１日）問67は削除する。　
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減算　定員超過利用減算
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準　(平成18年3月14日　厚生労働省告示第126号)最終改正:令和6
年3月15日厚生労働省告示第86号

注１　
　イ（１）については、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定小規
模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準第６３条第１項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以
下同じ。）の登録者（当該指定小規模多機能型居宅介護事業所と同一建物に居住する登録者を除く。）について、登録者の要介護状態
区分に応じて、登録している期間１月につきそれぞれ所定単位数を算定する。
　ただし、登録者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところによ
り算定する。

注２
　イ（２）については、指定小規模多機能型居宅介護事業所と同一建物に居住する登録者について、登録者の要介護状態区分に応じて、
登録している期間１月につきそれぞれ所定単位数を算定する。
　ただし、登録者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところによ
り算定する。

注３
　ロについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、
老健局長が定める様式による届出を行った指定小規模多機能型居宅介護事業所において、指定小規模多機能型居宅介護を行った場
合に、登録者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。
　ただし、登録者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところによ
り算定する。
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減算　定員超過利用減算
厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法　(平成12年2月10日　厚
生省告示第27号)最終改正:令和6年3月15日厚生労働省告示第86号

七　厚生労働大臣が定める登録者の数の基準及び従業者の員数の基準並びに小規模多機能型居宅介護費の算定方法

イ　指定小規模多機能型居宅介護の登録者の数（指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業
者の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業
所において一体的に運営されている場合にあっては、指定小規模多機能型居宅介護の登録者の数及び指定介護予防小規模多機能型
居宅介護の登録者の数の合計数）が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における小規模多機能型居宅介護費については、同
表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める登録者の数の基準 厚生労働大臣が定める小規模多機能型居宅介護費の算定方法

施行規則第百三十一条の五の規定に基づき市町村長に提出した
運営規程に定められている登録定員を超えること（指定地域密着
型サービス基準第八十二条第二項に規定する場合を除く。）。

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百
分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定地域密着型サービ
スに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

ロ　指定小規模多機能型居宅介護事業所の従業者の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における小規模多機能
型居宅介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める従業者の員数の基準 厚生労働大臣が定める小規模多機能型居宅介護費の算定方法

指定地域密着型サービス基準第六十三条に定める員数を置いて
いないこと。

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百
分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定地域密着型サービ
スに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。25



減算　定員超過利用減算
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実
施上の留意事項について　(平成18年3月31日　老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号)最終改正:令和6年4月18日老高発
0418第１号、老認発0418第１号、老老発0418第１号

(６)　定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について

①小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護について当該事業所の登録定員を上回る高齢者を登録させている場合、並びに地域密着型通所介護、認知症対応
型通所介護、認知症対応型共同生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について当該事業所又は施設の利用者等の定員を上回る利用者等を入所等させてい
る場合（いわゆる定員超過利用の場合）においては、介護給付費の減額を行うこととし、通所介護費等の算定方法において、定員超過利用の基準及び単位数の算定方法を明らか
にしているところであるが、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、定員超過利用の未然防止を図るよう努めるものとする。

②この場合の登録者、利用者又は入所者（以下「利用者等」という。）の数は、１月間（暦月）の利用者等の数の平均を用いる。この場合、１月間の利用者等の数の平均は、当該月の全
利用者等の延数を当該月の日数で除して得た数とする。この平均利用者数等の算定に当たっては、小数点以下を切り上げるものとする。

③利用者等の数が、通所介護費等の算定方法に規定する定員超過利用の基準に該当することとなった事業所又は施設については、その翌月から定員超過利用が解消されるに
至った月まで、利用者等の全員について、所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算され、定員超過利用が解消されるに至った月の翌月から通常
の所定単位数が算定される。

④市町村長は、定員超過利用が行われている事業所又は施設に対しては、その解消を行うよう指導すること。
当該指導に従わず、定員超過利用が２月以上継続する場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。

⑤災害（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、虐待を含む。）の受入れ等やむを得ない理由による定員超過利用については、当該定員超過利用が開始した月
（災害等が生じた時期が月末であって、定員超過利用が翌月まで継続することがやむを得ないと認められる場合は翌月も含む。）の翌月から所定単位数の減算を行うことはせず、
やむを得ない理由がないにもかかわらずその翌月まで定員を超過した状態が継続している場合に、災害等が生じた月の翌々月から所定単位数の減算を行うものとする。

⑥小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護において、過疎地域その他これに類する地域であって、地域の実情により当該地域における指定小規模多機能型居
宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護の効率的運営に必要であると市町村が認めた場合に限り、人員及び設備に関する基準を満たすことを要件に、登録定員を超えてサービ
ス提供を行うことが例外的に認められるが、当該定員超過利用については、当該定員超過利用が開始した月から所定単位数の減算を行うことはせず、一定の期間（市町村が登録
定員の超過を認めた日から市町村介護保険事業計画の終期までの最大３年間を基本とする。
　ただし、次期の市町村介護保険事業計画を作成するに当たって、市町村が新規に代替サービスを整備するよりも既存の事業所を活用した方が効率的であると認めた場合に限り、
次期の市町村介護保険事業計画の終期まで延長が可能とする。）に限り所定単位数の減算を行わないこととする。 26



減算　定員超過利用減算
厚生労働省Q&A　

Q.

＜定員超過利用＞
　過疎地域その他これに類する地域において、地域の実情により当該地域における指定小規模多機能型居宅介護の効率的運営
に必要であると市町村が認めた場合は、市町村が認めた日から市町村介護保険事業計画の終期までに限り、登録定員並びに通
いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えてサービス提供を行うことができるが、この場合の「過疎地域その他これに類す
る地域」とは具体的にどのような地域が該当するのか。
　また、当該取扱いは、次期の市町村介護保険事業計画を作成するに当たって、市町村が将来のサービス需要の見込みを踏まえ
て改めて検討し、新規に代替サービスを整備するよりも既存の事業所を活用した方が効率的であると認めた場合に限り、次期の
市町村介護保険事業計画の終期まで延長を可能とするとされているが、将来のサービスの需要の見込みとはどのような場合を
想定しているのか。

3.3.29 事務連絡 「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.４）（令和３年３月29日）」の送付について ／17

A.
・具体的にどの地域まで対象範囲にするかについては、地域の実情に応じて各市町村でご判断いただいて差し支えない。
・将来のサービスの需要の見込みについては、当該地域における指定小規模多機能型居宅介護のニーズが成熟化し利用者数が
減少傾向にある場合や、利用者数は増加しているものの数年後に減少傾向になることが予測されている場合等が想定される。
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減算　人員基準欠如減算
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準　(平成18年3月14日　厚生労働省告示第126号)最終改正:令和6
年3月15日厚生労働省告示第86号

注１　
　イ（１）については、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定小規
模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準第６３条第１項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以
下同じ。）の登録者（当該指定小規模多機能型居宅介護事業所と同一建物に居住する登録者を除く。）について、登録者の要介護状態
区分に応じて、登録している期間１月につきそれぞれ所定単位数を算定する。
　ただし、登録者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところによ
り算定する。

注２
　イ（２）については、指定小規模多機能型居宅介護事業所と同一建物に居住する登録者について、登録者の要介護状態区分に応じて、
登録している期間１月につきそれぞれ所定単位数を算定する。
　ただし、登録者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところによ
り算定する。

注３
　ロについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、
老健局長が定める様式による届出を行った指定小規模多機能型居宅介護事業所において、指定小規模多機能型居宅介護を行った場
合に、登録者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。
　ただし、登録者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところによ
り算定する。
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減算　人員基準欠如減算
厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法　(平成12年2月10日　厚
生省告示第27号)最終改正:令和6年3月15日厚生労働省告示第86号

七　厚生労働大臣が定める登録者の数の基準及び従業者の員数の基準並びに小規模多機能型居宅介護費の算定方法

イ　指定小規模多機能型居宅介護の登録者の数（指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業
者の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業
所において一体的に運営されている場合にあっては、指定小規模多機能型居宅介護の登録者の数及び指定介護予防小規模多機能型
居宅介護の登録者の数の合計数）が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における小規模多機能型居宅介護費については、同
表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める登録者の数の基準 厚生労働大臣が定める小規模多機能型居宅介護費の算定方法

施行規則第百三十一条の五の規定に基づき市町村長に提出した
運営規程に定められている登録定員を超えること（指定地域密着
型サービス基準第八十二条第二項に規定する場合を除く。）。

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百
分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定地域密着型サービ
スに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

ロ　指定小規模多機能型居宅介護事業所の従業者の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における小規模多機能
型居宅介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める従業者の員数の基準 厚生労働大臣が定める小規模多機能型居宅介護費の算定方法

指定地域密着型サービス基準第六十三条に定める員数を置いて
いないこと。

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百
分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定地域密着型サービ
スに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。29



減算　人員基準欠如減算
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項に
ついて　(平成18年3月31日　老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号)最終改正:令和6年4月18日老高発0418第１号、老認発0418第１号、
老老発0418第１号

(８)　人員基準欠如に該当する場合等の所定単位数の算定について

①地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護及び看護小規模多機能型居宅介護については、当該事業所又は施設の職員の配置数が、人員基準上満たすべき員数を下回っているいわゆる人員基準欠如に対
し、介護給付費の減額を行うこととし、通所介護費等の算定方法において、人員基準欠如の基準及び単位数の算定方法を明らかにしているところであるが、これは、適正なサービ
スの提供を確保するための規定であり、人員基準欠如の未然防止を図るよう努めるものとする。

②人員基準上満たすべき職員の員数を算定する際の利用者数等は、当該年度の前年度（毎年４月１日に始まり翌年３月31日をもって終わる年度とする。以下同じ。）の平均を用い
る（ただし、新規開設又は再開の場合は推定数による。）。
　この場合、利用者数等の平均は、前年度の全利用者等の延数（小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護については、１日ごとの同時に通いサービスの提供を
受けた者（短期利用居宅介護費を算定する者を含む。）の数の最大値を合計したもの）を当該前年度の日数で除して得た数とする。
　この平均利用者数等の算定に当たっては、小数点第２位以下を切り上げるものとする。

③看護・介護職員の人員基準欠如については、
イ　人員基準上必要とされる員数から１割を超えて減少した場合には、その翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単位数が通所介護
費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算され、

ロ　１割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する
算定方法に従って減算される（ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。）。

ハ　小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所及び複合型サービス事業所については、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する
基準（平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。）第63条第１項に規定する小規模多機能型居宅介護従業者（通いサービス及び訪問サービス
の提供に当たる者に限る。）、同令第90条第１項に規定する介護従業者及び同令第171条第１項に規定する看護小規模多機能型居宅介護従業者（通いサービス及び訪問サービス
の提供に当たる者に限る。）は前記イ及びロにより取り扱うこととする。
　なお、小規模多機能型居宅介護従業者及び看護小規模多機能型居宅介護従業者については、指定地域密着型サービス基準第63条第４項の看護師又は准看護師の人員基準欠
如に係る減算の取扱いは④、同条第１項の夜間及び深夜の勤務又は宿直勤務を行う職員並びに同条第７項に規定するサテライト型小規模多機能型居宅介護事業所（以下「サテラ
イト型小規模多機能型居宅介護事業所」という。）の訪問サービスの提供に当たる職員並びに指定地域密着型サービス基準第171条第１項の夜間及び深夜の勤務又は宿直勤務を
行う職員並びに同条第８項に規定するサテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所（以下「サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所」という。）の訪問サービスの提
供に当たる職員の人員基準欠如に係る減算の取扱いは⑤を参照すること。
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減算　人員基準欠如減算
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項に
ついて　(平成18年3月31日　老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号)最終改正:令和6年4月18日老高発0418第１号、老認発0418第１号、
老老発0418第１号

④看護・介護職員以外の人員基準欠如については、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法
に規定する算定方法に従って減算される（ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。）。小規模多機能型居宅介護事業所並びに看護小規模多機能
型居宅介護事業所における介護支援専門員及びサテライト型小規模多機能型居宅介護事業所並びにサテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所における指定地域密着型
サービス基準第63条第12項に規定する研修修了者並びに認知症対応型共同生活介護事業所における計画作成担当者が必要な研修を修了していない場合及び認知症対応型共
同生活介護事業所（サテライト型認知症対応型共同生活介護事業所を除く。）における計画作成担当者のうち、介護支援専門員を配置していない場合についても、同様の取扱いと
する。
　
　ただし、都道府県（指定都市を含む。以下同じ。）における研修の開催状況を踏まえ、研修を修了した職員の離職等により人員基準欠如となった場合に、小規模多機能型居宅介
護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては介護支援専門員を、認知症対応型共同生活介護事業所にあっては計画作成担当者を新たに配置し、かつ、市町村か
らの推薦を受けて都道府県に研修の申込を行い、当該介護支援専門員又は当該計画作成担当者が研修を修了することが確実に見込まれるときは、当該研修を修了するまでの間
は減算対象としない取扱いとする。
　
　なお、当該介護支援専門員又は当該計画作成担当者が受講予定の研修を修了しなかった場合は、通常の減算の算定方法に従って、人員基準欠如が発生した翌々月から減算を
行うこととするが、当該介護支援専門員等が研修を修了しなかった理由が、当該介護支援専門員等の急な離職等、事業所の責に帰すべき事由以外のやむを得ないものである場
合であって、当該離職等の翌々月までに、研修を修了することが確実に見込まれる介護支援専門員等を新たに配置したときは、当該研修を修了するまでの間は減算対象としない
取扱いとすることも差し支えない。

⑤地域密着型サービス基準第63条第１項及び第171条第１項の夜間及び深夜の勤務又は宿直勤務を行う職員並びにサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の訪問
サービスの提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者又はサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の訪問サービスの提供に当たる看護小規模多機能型居宅介
護従業者の人員基準欠如については、ある月において以下のいずれかの事態が発生した場合に、その翌月において利用者等の全員について、減算することとする。

イ　当該従事者が勤務すべき時間帯において職員数が地域密着型サービス基準に定める員数に満たない事態が２日以上連続して発生した場合

ロ　当該従事者が勤務すべき時間帯において職員数が地域密着型サービス基準に定める員数に満たない事態が４日以上発生した場合

⑥市町村長は、著しい人員基準欠如が継続する場合には、職員の増員、利用定員等の見直し、事業の休止等を指導すること。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場
合を除き、指定の取消しを検討するものとする。 31



減算　人員基準欠如減算
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関
する基準の制定に伴う実施上の留意事項について　(平成18年3月31日　老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発
第0331018号)最終改正:令和6年4月18日老高発0418第１号、老認発0418第１号、老老発0418第１号

(10)　新設、増床又は減床の場合の利用者数等について

人員基準欠如及び夜勤を行う職員の員数の算定に関しては、

イ　新設又は増床分のベッドに関して、前年度において１年未満の実績しかない場合（前年度の実績が全くない場合を含む。）の利用者
数等は、新設又は増床の時点から６月未満の間は、便宜上、ベッド数の90％を利用者数等とし、新設又は増床の時点から６月以上１年
未満の間は、直近の６月における全利用者等の延数を６月間の日数で除して得た数とし、新設又は増床の時点から１年以上経過して
いる場合は、直近１年間における全利用者等の延数を１年間の日数で除して得た数とする。

ロ　減床の場合には、減床後の実績が３月以上あるときは、減床後の延利用者数を延日数で除して得た数とする。
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減算　人員基準欠如減算
厚生労働省Q&A　

Q.

＜減算（所定単位数の100分の70）関係＞
認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護について、計画作成担当者や介護支援専門員が必要な研
修を修了していない場合や介護支援専門員を配置していない場合の減算（所定単位数の100分の70）に対応するサービスコード等がないようだが、どのように減算の届出や請求を行ったら
よいのか。

18.5.25介護制度改革information vol.106 事務連絡 指定認知症対応型共同生活介護等の減算に関するQ＆A

A.

１　認知症対応型共同生活介護や小規模多機能型居宅介護等について、計画作成担当者や介護支援専門員が必要な研修を修了していない場合や介護支援専門員が必要な研修を修了していな
い場合や介護支援専門員を配置していない場合など減算対象となる場合の①減算の届出に係る記載②請求に係るサービスコードについては、以下のとおり取り扱うこととする。

＜介護給付費算定に係る体制等状況等一覧表＞
①小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護の場合
・「職員の欠員による減算の状況」欄の「3　介護職員」に○印をつける。

②認知症対応型共同生活介護（短期利用型含む）及び介護予防認知症対応型共同生活介護の場合
・「職員の欠員による減算の状況」欄の「2　介護従業者」に○印をつける。

＜介護給付費単位数等サービスコード表＞
①小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護の場合
・「算定項目」欄の「介護・看護職員が欠員の場合×70％」欄に対応するサービスコードを使用する。

②認知症対応型共同生活介護（短期利用型を含む）及び介護予防認知症対応型共同生活介護の場合
・「算定項目」欄の「介護従業者が欠員の場合×70％」欄に対応するサービスコードを使用する。
※　なお、「厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法」（平成12年厚生省告示第27号）等の告示における職員の欠員による減
算の規定が不明確との指摘があったことから、官報の一部訂正により対応することとしている。

2　小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員については、登録者についての小規模多機能型居宅介護以外の居宅サービスを含めた「ケアプラン」の作成や、当該居宅サービスを含め
た「給付管理票」の作成・国保連への提出など、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が通常行っている業務を行う必要があることから、欠員が生じた場合には、減算にならなくとも、速やか
に配置するようにすること。
　なお、月の末日に小規模多機能型居宅介護事業所に介護支援専門員が配置されていない場合は、小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に係る給付管理票の「担当介護支援専門員番号」
欄は「99999999」と記載すること。 33



減算　人員基準欠如減算
厚生労働省Q&A　

Q.

＜減算（所定単位数の100分の70）関係＞
認知症対応型共同生活介護事業所における計画作成担当者及び小規模多機能型居宅介護事業所における介護支援専門員が必要な研修を修了していない場合の減算（所
定単位数の100分の70を算定）について、職員の突然の離職等により研修修了要件を満たさなくなった場合、必要な研修は年間3，4回程度しか実施されていないにも
かかわらず、研修が開催されるまでの間は減算の適用を受けることになるのか。保険者の判断により、研修の申込を行っている場合は減算対象としないといった取扱い
をすることは可能か。

18.6.8介護制度改革information vol.110 事務連絡 指定認知症対応型共同生活介護の計画作成担当者の欠員等に係る減算に関するQ＆A 

A.

（1）減算の取扱いについて

1　認知症対応型共同生活介護事業所における計画作成担当者等が必要な研修を修了していない場合の人員基準欠如については、その翌々月から人員基準欠如が解消
されるに至った月まで、利用者全員について減算されるが、翌月の末日において人員基準を満たしていれば減算されないこととなっている。

2　職員の離職等により、新たに計画作成担当者等を配置した場合であっても、研修修了要件を満たしていないときは、原則として、研修の開催状況にかかわらず、減算の
対象となる。

3　しかしながら、都道府県における研修の開催状況等を踏まえ、職員の離職等の後、新たに計画作成担当者等を配置し、かつ、市町村からの推薦を受けて都道府県に研
修の申込を行い、当該計画作成担当者等が研修を修了することが確実に見込まれる場合は、当該研修を修了するまでの間は減算対象としないこととする。

4　なお、受講予定の研修を修了しなかった場合においては、通常の減算の算定方法に基づき、（人員基準欠如が発生した翌々月から）減算を行うこととする。

（2）研修受講上の配慮

5　市町村においては、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」（老計発第0331007　厚生労働省老健局計画課長通知）に定める研修受講に当たっての
都道府県への「推薦書」（別紙3　※ 別紙は省略。）の余白等を活用して、「当該事業所は職員の離職等により人員基準欠如となったが、当該職員に代わる新たな職員を配
置しており、新たな職員に対して早期に研修を受講させる必要がある。」旨を明記し、都道府県がその状況が確認できるようにすること。

6　都道府県においては、市町村から上記「推薦書」が提出された場合には、新たに配置された職員に早期に研修を修了させて、実務に活かされるようにする観点から、当
該職員を優先して、最も近い研修を受講させるよう配慮させたい。
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減算　身体拘束廃止未実施減算　[新設]
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準　(平成18年3月14日　厚生労働省告示第126号)最終改正:令和6
年3月15日厚生労働省告示第86号

注４　別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の１００分の１に相当する単
位数を所定単位数から減算する。

厚生労働大臣が定める基準　(平成27年3月23日　厚生労働省告示第95号)最終改正:令和6年3月15日厚生労働省告示第86号

五十四の二　小規模多機能型居宅介護費における身体拘束廃止未実施減算の基準
指定地域密着型サービス基準第七十三条第六号及び第七号に規定する基準に適合していること。

指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関
する基準の制定に伴う実施上の留意事項について　(平成18年3月31日　老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発
第0331018号)最終改正:令和6年4月18日老高発0418第１号、老認発0418第１号、老老発0418第１号

(３)　身体拘束廃止未実施減算について

　身体拘束廃止未実施減算については、事業所において身体的拘束等が行われていた場合ではなく、指定地域密着型サービス基準第
73条第６項の記録（同条第５項に規定する身体的拘束等を行う場合の記録）を行っていない場合及び同条第７項に規定する措置を講
じていない場合に、利用者全員について所定単位数から減算することとなる。
　具体的には、記録を行っていない、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催していない、身体的
拘束等の適正化のための指針を整備していない又は身体的拘束等の適正化のための定期的な研修を実施していない事実が生じた場
合、速やかに改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた月から３月後に改善計画に基づく改善状況を市町村長に報告すること
とし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者全員について所定単位数から減算することとする。
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減算　高齢者虐待防止措置未実施減算　[新設]
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準　(平成18年3月14日　厚生労働省告示第126号)最終改正:令和6年3月15日
厚生労働省告示第86号

注５　
別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の１００分の１に相当する単位数を所定
単位数から減算する。

厚生労働大臣が定める基準　(平成27年3月23日　厚生労働省告示第95号)最終改正:令和6年3月15日厚生労働省告示第86号

五十四の三　
小規模多機能型居宅介護費における高齢者虐待防止措置未実施減算の基準
指定地域密着型サービス基準第八十八条において準用する指定地域密着型サービス基準第三条の三十八の二に規定する基準に適合しているこ
と。

指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の
制定に伴う実施上の留意事項について　(平成18年3月31日　老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号)最終改
正:令和6年4月18日老高発0418第１号、老認発0418第１号、老老発0418第１号

(４)　高齢者虐待防止措置未実施減算について
２の(５)を準用する。

(５)　高齢者虐待防止措置未実施減算について
　高齢者虐待防止措置未実施減算については、事業所において高齢者虐待が発生した場合ではなく、地域密着型サービス基準第３条の38の２に
規定する措置を講じていない場合に、利用者全員について所定単位数から減算することとなる。
　具体的には、高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催していない、高齢者虐待防止のための指針を整備していない、高
齢者虐待防止のための年１回以上の研修を実施していない又は高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者を置いていない事実が生じ
た場合、速やかに改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた月から３月後に改善計画に基づく改善状況を市町村長に報告することとし、事
実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者全員について所定単位数から減算することとする。
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減算　高齢者虐待防止措置未実施減算　[新設]
厚生労働省Q&A　

Q.
＜高齢者虐待防止措置未実施減算について＞
高齢者虐待が発生していない場合においても、虐待の発生又はその再発を防止するための全ての措置（委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこ
と）がなされていなければ減算の適用となるのか。

6.3.15 事務連絡 「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月15日）」の送付について ／167

A.
・減算の適用となる。
・なお、全ての措置の一つでも講じられていなければ減算となることに留意すること。

Q.
＜高齢者虐待防止措置未実施減算について＞
運営指導等で行政機関が把握した高齢者虐待防止措置が講じられていない事実が、発見した日の属する月より過去の場合、遡及して当該減算を適用するのか。

6.3.15 事務連絡 「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月15日）」の送付について ／168

A. 過去に遡及して当該減算を適用することはできず、発見した日の属する月が「事実が生じた月」となる。

Q.

＜高齢者虐待防止措置未実施減算について＞
高齢者虐待防止措置未実施減算については、虐待の発生又はその再発を防止するための全ての措置（委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこ
と）がなされていない事実が生じた場合、「速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から三月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に
報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、入居者全員について所定単位数から減算することとする。」こととされているが、施
設・事業所から改善計画が提出されない限り、減算の措置を行うことはできないのか。

6.3.15 事務連絡 「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月15日）」の送付について ／169

A.
改善計画の提出の有無に関わらず、事実が生じた月の翌月から減算の措置を行って差し支えない。
当該減算は、施設・事業所から改善計画が提出され、事実が生じた月から３か月以降に当該計画に基づく改善が認められた月まで継続する。
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減算　業務継続計画未策定減算　[新設]
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準　(平成18年3月14日　厚生労働省告示第126号)最終改正:令和6年3月15日
厚生労働省告示第86号

注６　別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の１００分の１に相当する単位数を所定
単位数から減算する。

厚生労働大臣が定める基準　(平成27年3月23日　厚生労働省告示第95号)最終改正:令和6年3月15日厚生労働省告示第86号

五十四の四　小規模多機能型居宅介護費における業務継続計画未策定減算の基準
指定地域密着型サービス基準第八十八条において準用する指定地域密着型サービス基準第三条の三十の二第一項に規定する基準に適合してい
ること。

指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の
制定に伴う実施上の留意事項について　(平成18年3月31日　老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号)最終改
正:令和6年4月18日老高発0418第１号、老認発0418第１号、老老発0418第１号

(５)　業務継続計画未策定減算について
３の２(３)を準用する。

(３)　業務継続計画未策定減算について
　業務継続計画未策定減算については、指定地域密着型サービス基準第37条、第37条の３又は第40条の16において準用する指定地域密着型
サービス基準第３条の30の２第１項に規定する基準を満たさない事実が生じた場合に、その翌月（基準を満たさない事実が生じた日が月の初日
である場合は当該月）から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利用者全員について、所定単位数から減算すること
とする。
　なお、経過措置として、令和７年３月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針及び非常災害に関する具体的計画を策定して
いる場合には、当該減算は適用しないが、義務となっていることを踏まえ、速やかに作成すること。
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減算　業務継続計画未策定減算　[新設]
厚生労働省Q&A　

Q.
＜業務継続計画未策定減算について＞
業務継続計画未策定減算はどのような場合に適用となるのか。

6.5.17 事務連絡 「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.６）（令和６年５月17日）」 の送付について ／7

A.

・ 感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合や、当該業務継続計画に従い必要な措置が講じられていない場合に減算の対象となる。
・ なお、令和３年度介護報酬改定において業務継続計画の策定と同様に義務付けられた、業務継続計画の周知、研修、訓練及び定期的な業務継続計画の見直しの実施の
有無は、業務継続計画未策定減算の算定要件ではない。

※令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月15日）問164を修正。

Q.
＜業務継続計画未策定減算について＞
業務継続計画未策定減算の施行時期はどのようになるのか。

6.3.15 事務連絡 「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月15日）」の送付について ／165

A.

業務継続計画未策定減算の施行時期は下記表のとおり。
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減算　業務継続計画未策定減算　[新設]
厚生労働省Q&A　

Q.
＜業務継続計画未策定減算について＞
行政機関による運営指導等で業務継続計画の未策定など不適切な運営が確認された場合、「事実が生じた時点」まで遡及して当該減算を適用す
るのか。

6.3.15 事務連絡 「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月15日）」の送付について ／166

A.

・業務継続計画未策定減算については、行政機関が運営指導等で不適切な取り扱いを発見した時点ではなく、「基準を満たさない事実が生じた時
点」まで遡及して減算を適用することとなる。
・例えば、通所介護事業所が、令和７年10月の運営指導等において、業務継続計画の未策定が判明した場合（かつ、感染症の予防及びまん延の防
止のための指針及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っていない場合）、令和７年10月からではなく、令和６年４月から減算の対象となる。
・また、訪問介護事業所が、令和７年10月の運営指導等において、業務継続計画の未策定が判明した場合、令和７年４月から減算の対象となる。

Q.

＜送迎減算＞
以下の場合は送迎減算の対象になるのか。
① 通所型サービスの利用が介護予防サービス計画に位置づけられていた日に、予定していた通所型サービスの提供が行われなかった場合
② 通所型サービスの利用が介護予防サービス計画に位置づけられていた日に、通所型サービスの提供は行われたが、送迎が行われなかった場合
（予定していた送迎が中止となった場合を含む）

6.5.17 事務連絡 「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.６）（令和６年５月17日）」 の送付について ／8

A.

・ 事業者都合・利用者都合を問わず、サービス提供日に利用者の居宅と事業所の間の送迎を実際に行っていたかを確認の上、送迎を行っていなけ
れば送迎減算が適用される。
・ ①については、通所型サービス自体の提供が行われていないため、送迎減算は適用されない。
・ 一方で、②はサービス提供日に利用者の居宅と事業所の間の送迎が行われていないため、送迎減算が適用される。
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減算　過少サービスに対する減算
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準　(平成18年3月14日　厚生労働省告示第126号)最終改正:令和6年3月15日厚生労働省告示第86号

注７　イについては、指定小規模多機能型居宅介護事業所が提供する通いサービス（指定地域密着型サービス基準第６３条第１項に規定する通いサービスをいう。）、訪問サービス
（同項に規定する訪問サービスをいう。）及び宿泊サービス（同条第５項に規定する宿泊サービスをいう。）の算定月における提供回数について、登録者（短期利用居宅介護費を算
定する者を除く。）１人当たり平均回数が、週４回に満たない場合は、所定単位数の１００分の７０に相当する単位数を算定する。

指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項に
ついて　(平成18年3月31日　老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号)最終改正:令和6年4月18日老高発0418第１号、老認発0418第１号、
老老発0418第１号

(６)　サービス提供が過少である場合の減算について

①　「利用者１人当たり平均回数」は、暦月ごとに以下のイからハまでの方法に従って算定したサービス提供回数の合計数を、当該月の日数に当該事業所の登録者数を乗じたもの
で除したものに、７を乗ずることによって算定するものとする。
なお、介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、小規模多機能型居宅介護の事業と介護予防小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所におい
て一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護のサービス提供回数を合算し、また、小規模多
機能型居宅介護と介護予防小規模多機能型居宅介護のそれぞれの登録者数を合算して計算を行うこと。

イ　通いサービス
　１人の登録者が１日に複数回通いサービスを利用する場合にあっては、複数回の算定を可能とする。

ロ　訪問サービス
　１回の訪問を１回のサービス提供として算定すること。なお、小規模多機能型居宅介護の訪問サービスは身体介護に限られないため、登録者宅を訪問して見守りの意味で声かけ
等を行った場合でも、訪問サービスの回数に含めて差し支えない。

ハ　宿泊サービス
　宿泊サービスについては、１泊を１回として算定すること。ただし、通いサービスに引き続いて宿泊サービスを行う場合は、それぞれを１回とし、計２回として算定すること。

②　登録者が月の途中に利用を開始又は終了した場合にあっては、利用開始日の前日以前又は利用終了日の翌日以降の日数については、①の日数の算定の際に控除するものと
すること。登録者が入院した場合の入院日（入院初日及び退院日を除く。）についても同様の取扱いとする。

③　市町村長は、サービス提供回数が過少である状態が継続する場合には、事業所に対し適切なサービスの提供を指導するものとする。
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減算　過少サービスに対する減算
厚生労働省Q&A　

Q.
＜サービス提供回数＞
サービス提供が過小である場合の減算の取扱いについて、電話による見守りをサービス提供回数に含めることは可能か。

21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q＆A(vol.1) ／127

A.
利用者宅を訪問して見守りの意味で声かけ等を行った場合は、サービス提供回数に含めることは可能であるが、電話による見守りはサービス提供回数に含めることはで
きない。

Q.
＜サテライト事業所＞
サテライト事業所の登録者に対して、本体事業所の従業者が訪問サービスを提供した場合又は本体事業所において宿泊サービスを提供した場合、当該サービスの提供回
数はサービス提供が過少である場合の減算に係る計算の際、本体事業所とサテライト事業所のどちらのサービスとして取り扱うのか。

24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)（平成24年3月16日）」の送付について ／156

A. サテライト事業所におけるサービス提供回数として計算する。

Q.
＜その他（※今回の報酬改定以外）＞
　「サービス提供が過少である場合の減算」及び「事業開始時支援加算」における登録者数に、障害者自立支援法に基づく基準該当生活介護等の利用者を含めるのか。

24.3.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.273 「平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.2）（平成24年3月30日）」の送付について ／28

A.

　基準該当生活介護の利用者については、通いサービスを利用するために小規模多機能型居宅介護に登録を受けた者と定義されており、介護保険法における指定（介護
予防）小規模多機能型居宅介護事業所の登録者とはみなされないことから、これら加算・減算の算定の基準となる登録者には含まれない。
　なお、この取扱いについては、障害者自立支援法の基準該当障害福祉サービスとして実施される又は構造改革特区の認定を受けて実施される自立訓練、児童発達支援、
放課後等デイサービス又は短期入所の受け入れについても同様である。
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加算　特別地域小規模多機能型居宅介護加算　[改定]
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準　(平成18年3月14日　厚生労働省告示第126号)最終改正:令和6年3月15日厚生労働省告示第86号

注１０　イについて、別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定小規模多機能型居宅介
護事業所（その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。）又はその一部として使用される事務所の小規模多機能型居宅介護従業者が指定小規模多機能型居宅
介護を行った場合は、特別地域小規模多機能型居宅介護加算として、１月につき所定単位数の１００分の１５に相当する単位数を所定単位数に加算する。

厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域　(平成21年3月13日　厚生労働省告示第83号)最終改正:令和6年3月15日厚生労働省告示第86号

厚生労働大臣が定める地域

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成十二年厚生省告示第十九号）別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費の注１３、訪問入浴介護費の注７、訪問看護費の注
９及び注１６、訪問リハビリテーション費の注５、居宅療養管理指導費のイ（１）及び（２）の注３、ロ（１）から（３）までの注２、ハ（１）及び（２）の注４、ニ（１）及び（２）の注２並びにホ（１）から（３）までの注２並び
に福祉用具貸与費の注３、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成十二年厚生省告示第二十号）別表指定居宅介護支援介護給付費単位数表の居宅介護支援費の注１、注２及び注
７、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成十八年厚生労働省告示第百二十六号）別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看
護費の注９、夜間対応型訪問介護費の注６、小規模多機能型居宅介護費の注１０並びに複合型サービス費の注９及びタ、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成十八年厚生
労働省告示第百二十七号）別表指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問入浴介護費の注７、介護予防訪問看護費の注８、介護予防訪問リハビリテーション費の注５、介護予防居宅療
養管理指導費のイ（１）及び（２）の注３、ロ（１）から（３）までの注２、ハ（１）及び（２）の注４、ニ（１）及び（２）の注２並びにホ（１）から（３）までの注２並びに介護予防福祉用具貸与費の注３、指定介護予防支
援に要する費用の額の算定に関する基準（平成十八年厚生労働省告示第百二十九号）別表指定介護予防支援介護給付費単位数表の介護予防支援費の注５、指定地域密着型介護予防サービスに要する
費用の額の算定に関する基準（平成十八年厚生労働省告示第百二十八号）別表指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防小規模多機能型居宅介護費の注１０並びに介護保険法
施行規則第百四十条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準（令和三年厚生労働省告示第七十二号）別表単位数表の訪問型

サービス費の注９の厚生労働大臣が別に定める地域

一　離島振興法（昭和二十八年法律第七十二号）第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域
二　奄美群島振興開発特別措置法（昭和二十九年法律第百八十九号）第一条に規定する奄美群島
三　山村振興法（昭和四十年法律第六十四号）第七条第一項の規定により指定された振興山村
四　小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和四十四年法律第七十九号）第四条第一項に規定する小笠原諸島
五　沖縄振興特別措置法（平成十四年法律第十四号）第三条第三号に規定する離島
六　豪雪地帯対策特別措置法（昭和三十七年法律第七十三号）第二条第一項の規定により指定された豪雪地帯及び同条第二項の規定により指定された特別豪雪地帯、辺地に係る公共的施設の総合整
備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和三十七年法律第八十八号）第二条第一項に規定する辺地、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和三年法律第十九号）第二条第二
項の規定により公示された過疎地域その他の地域のうち、人口密度が希薄であること、交通が不便であること等の理由により、介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第四十一条第一項に規定する
指定居宅サービス及び同法第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービス並びに同法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援及び同法第四十七条第一項第一号に規定する基準
該当居宅介護支援並びに同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス及び同法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスの確保が著しく困難であると認められる地
域であって、厚生労働大臣が別に定めるもの
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減算　特別地域小規模多機能型居宅介護加算　[改定]
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関
する基準の制定に伴う実施上の留意事項について　(平成18年3月31日　老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発
第0331018号)最終改正:令和6年4月18日老高発0418第１号、老認発0418第１号、老老発0418第１号

(７)　特別地域小規模多機能型居宅介護加算について
２の(８)を準用する。

(８)　特別地域定期巡回・随時対応型訪問介護看護加算について

　注９の「その一部として使用される事務所」とは、待機や道具の保管、着替え等を行う出張所等（以下「サテライト事業所」という。）と
し、例えば、本体の事業所が離島等以外に所在し、サテライト事業所が離島等に所在する場合、本体事業所を業務の本拠とする定期巡
回・随時対応型訪問介護看護従業者による定期巡回・随時対応型訪問介護看護は加算の対象とならず、サテライト事業所を業務の本
拠とする定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者による定期巡回・随時対応型訪問介護看護は加算の対象となるものであること。
　サテライト事業所のみが離島等に所在する場合には、当該サテライト事業所を本拠とする定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者
を明確にするとともに、当該サテライト事業所からの提供した具体的なサービスの内容等の記録を行い、管理すること。
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加算　中山間地域等における小規模事業所加算　[改定]
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準　(平成18年3月14日　厚生労働省告示第126号)最終改正:令和6年3月15日厚生労働省告示第86号

注１１　別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定小規模多機能
型居宅介護事業所（その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。）又はその一部として使用される事務所の小規模多機能型居宅介護従
業者が指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、イについては１月につき、ロについては１日につき、所定単位数の１００分の１０に相当する単位数を所定単位数に加算する。

厚生労働大臣が定める地域　(平成24年3月13日　厚生労働省告示第120号)最終改正:令和6年3月15日厚生労働省告示第86号

一　指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成十二年厚生省告示第十九号）別表指定居宅サービス介護給付費単位数表（以下「指定居宅サービス介護給付費
単位数表」という。）の訪問介護費の注１４、訪問入浴介護費の注８、訪問看護費の注８、訪問リハビリテーション費の注４、居宅療養管理指導費のイ（１）及び（２）の注４、ロ（１）から
（３）までの注３、ハ（１）及び（２）の注５、ニ（１）及び（２）の注３並びにホ（１）から（３）までの注３並びに福祉用具貸与費の注４、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する
基準（平成十二年厚生労働省告示第二十号）別表指定居宅介護支援介護給付費単位数表（以下「指定居宅介護支援介護給付費単位数表」という。）の居宅介護支援費の注１、注２及
び注８、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成十八年厚生労働省告示第百二十六号）別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表（以下「指
定地域密着型サービス介護給付費単位数表」という。）の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費の注１０、夜間対応型訪問介護費の注７、小規模多機能型居宅介護費の注１１及び複
合型サービス費の注１０、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成十八年厚生労働省告示第百二十七号）別表指定介護予防サービス介護給付費単位数
表（以下「指定介護予防サービス介護給付費単位数表」という。）の介護予防訪問入浴介護費の注８、介護予防訪問看護費の注７、介護予防訪問リハビリテーション費の注４、介護予
防居宅療養管理指導費のイ（１）及び（２）の注４、ロ（１）から（３）までの注３、ハ（１）及び（２）の注５、ニ（１）及び（２）の注３並びにホ（１）から（３）までの注３並びに介護予防福祉用具
貸与費の注４、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成十八年厚生労働省告示第百二十九号）別表指定介護予防支援介護給付費単位数表（以下「指定介護
予防支援介護給付費単位数表」という。）の介護予防支援費の注６、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成十八年厚生労働省告示第百二
十八号）別表指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表（以下「指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表」という。）の介護予防小規模多機能型居宅介
護費の注１１並びに介護保険法施行規則第百四十条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準（令和三年厚生労働省告示第七十二号）別表単位数表の訪
問型サービス費の注１０の厚生労働大臣が別に定める地域

厚生労働大臣が定める一単位の単価（平成二十七年厚生労働省告示第九十三号）第二号のその他の地域であって、次のいずれかに該当する地域のうち厚生労働大臣が定める地
域（平成二十四年厚生労働省告示第百二十号）に規定する地域を除いた地域

イ　豪雪地帯対策特別措置法（昭和三十七年法律第七十三号）第二条第一項の規定により指定された豪雪地帯及び同条第二項の規定により指定された特別豪雪地帯
ロ　辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和三十七年法律第八十八号）第二条第一項に規定する辺地
ハ　半島振興法（昭和六十年法律第六十三号）第二条第一項の規定により指定された半島振興対策実施地域
ニ　特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律（平成五年法律第七十二号）第二条第一項に規定する特定農山村地域
ホ　過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和三年法律第十九号）第二条第二項の規定により公示された過疎地域
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加算　中山間地域等における小規模事業所加算　[改定]
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関
する基準の制定に伴う実施上の留意事項について　(平成18年3月31日　老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発
第0331018号)最終改正:令和6年4月18日老高発0418第１号、老認発0418第１号、老老発0418第１号

(８)　注11の取扱い
２の(９)④を準用する。

④　当該加算を算定する事業所は、その旨について利用者に事前に説明を行い、同意を得てサービスを行う必要があること。
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加算　中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算　[改定]

指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準　(平成18年3月14日　厚生労働省告示第126号)最終改正:令和6年3月15日厚生労働省告示第86号

注１２　イについては、指定小規模多機能型居宅介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している登録者に対して、通常の事業の実施地域（指定地域密着型サービス
基準第８１条第６号に規定する通常の事業の実施地域をいう。）を越えて、指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、１月につき所定単位数の１００分の５に相当する単位数を
所定単位数に加算する。

厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域　(平成21年3月13日　厚生労働省告示第83号)最終改正:令和6年3月15日厚生労働省告示第86号

二　指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費の注１５、訪問入浴介護費の注９、訪問看護費の注９、訪問リハビリテーション費の注５、居宅療養管理指導費のイ（１）及び
（２）の注５、ロ（１）から（３）までの注４、ハ（１）及び（２）の注６、ニ（１）及び（２）の注４並びにホ（１）から（３）までの注４、通所介護費の注９、通所リハビリテーション費の注６並びに福
祉用具貸与費の注５、指定居宅介護支援介護給付費単位数表の居宅介護支援費の注９、指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費の
注１１、夜間対応型訪問介護費の注８、認知症対応型通所介護費の注７、小規模多機能型居宅介護費の注１２、複合型サービス費の注１１及び地域密着型通所介護費の注１２、指定
介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問入浴介護費の注９、介護予防訪問看護費の注８、介護予防訪問リハビリテーション費の注５、介護予防居宅療養管理指導費
のイ（１）及び（２）の注５、ロ（１）から（３）までの注４、ハ（１）及び（２）の注６、ニ（１）及び（２）の注４並びにホ（１）から（３）までの注４、介護予防通所リハビリテーション費の注２、介護
予防福祉用具貸与費の注５、指定介護予防支援介護給付費単位数表の介護予防支援費の注７、指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防認知症対応型
通所介護費の注７及び介護予防小規模多機能型居宅介護費の注１２並びに介護保険法施行規則第百四十条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準別
表単位数表の訪問型サービス費の注１１及び通所型サービス費の注４の厚生労働大臣が別に定める地域

次のいずれかに該当する地域

イ　離島振興法（昭和二十八年法律第七十二号）第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域
ロ　奄美群島振興開発特別措置法（昭和二十九年法律第百八十九号）第一条に規定する奄美群島
ハ　豪雪地帯対策特別措置法（昭和三十七年法律第七十三号）第二条第一項に規定する豪雪地帯及び同条第二項の規定により指定された特別豪雪地帯
ニ　辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和三十七年法律第八十八号）第二条第一項に規定する辺地
ホ　山村振興法（昭和四十年法律第六十四号）第七条第一項の規定により指定された振興山村
ヘ　小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和四十四年法律第七十九号）第四条第一項に規定する小笠原諸島
ト　半島振興法（昭和六十年法律第六十三号）第二条第一項の規定により指定された半島振興対策実施地域
チ　特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律（平成五年法律第七十二号）第二条第一項に規定する特定農山村地域
リ　過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和三年法律第十九号）第二条第二項の規定により公示された過疎地域
ヌ　沖縄振興特別措置法（平成十四年法律第十四号）第三条第三号に規定する離島
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加算　中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算　[改定]

指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関
する基準の制定に伴う実施上の留意事項について　(平成18年3月31日　老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発
第0331018号)最終改正:令和6年4月18日老高発0418第１号、老認発0418第１号、老老発0418第１号

(９)　注12の取扱い
２の(10)を準用する。

(10)　注11の取扱い
注11の加算を算定する利用者については、指定地域密着型サービス基準第３条の19第３項に規定する交通費の支払いを受けること
はできないこととする。
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加算　初期加算
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準　(平成18年3月14日　厚生労働省告示第126号)最終改正:令和6
年3月15日厚生労働省告示第86号

ハ　初期加算　３０単位

注　イについては、指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録した日から起算して３０日以内の期間については、初期加算として、１
日につき所定単位数を加算する。３０日を超える病院又は診療所への入院後に指定小規模多機能型居宅介護の利用を再び開始した
場合も、同様とする。

厚生労働省Q&A　

Q.
＜初期加算＞
小規模多機能型居宅介護事業所に登録していた利用者が、一旦登録を解除して、再度、解除日の2週間後に当該小規模多機能
型居宅介護事業所に登録する場合、初期加算は再登録の日から30日間算定することは可能か。

19.2.19全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A ／13

A.
病院等に入院のため、小規模多機能型居宅介護事業所の登録を解除した場合で、入院の期間が30日以内のときは、再登録後
に初期加算は算定することはできない（「指定地域密着型サービスに要する費用の額に関する基準」（平成18年厚生労働省告示
第126号）別表3ロの注）が、そうでない場合は、初期加算を算定することは可能である。
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加算　認知症加算　[改定]
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準　(平成18年3月14日　厚生労働省告示第126号)最終改正:令和6年3月15日
厚生労働省告示第86号

ニ　認知症加算

（１）　認知症加算（Ⅰ）　９２０単位　　（２）　認知症加算（Ⅱ）　８９０単位　　（３）　認知症加算（Ⅲ）　７６０単位　　（４）　認知症加算（Ⅳ）　４６０単位

注１　
　イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局
長が定める様式による届出を行った指定小規模多機能型居宅介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める登録者に対して専門的な認知症
ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、（１）及び（２）について１月につきそれぞれ所定単位数を加算する。
　ただし、（１）、（２）又は（３）のいずれかの加算を算定している場合は、その他の加算は算定しない。

注２　
　イについては、別に厚生労働大臣が定める登録者に対して指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、（３）及び（４）について１月につきそれ
ぞれ所定単位数を加算する。

厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等　(平成27年3月23日　厚生労働省告示第94号)最終改正:令和6年3月15日厚生労働省告示
第86号

三十八　指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の小規模多機能型居宅介護費のニの注１及び注２の厚生労働大臣が定める登録者

イ　認知症加算（Ⅰ）、（Ⅱ）又は（Ⅲ）を算定すべき利用者
　　日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者

ロ　認知症加算（Ⅳ）を算定すべき利用者
　　 要介護状態区分が要介護二である者であって、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症のもの
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加算　認知症加算　[改定]
厚生労働大臣が定める基準　(平成27年3月23日　厚生労働省告示第95号)最終改正:令和6年3月15日厚生労働省告示第86号

五十四の五　小規模多機能型居宅介護費及び看護小規模多機能型居宅介護費における認知症加算の基準

イ　認知症加算（Ⅰ）　次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
（１）　認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、事業所における日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介
護を必要とする認知症の者（以下この号において「対象者」という。）の数が二十人未満である場合にあっては一以上、対象者の数が二十人以上である場
合にあっては一に対象者の数が十九を超えて十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施して
いること。

（２）　当該事業所の従業者に対する認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催していること。

（３）　認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を一名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施していること。

（４）　当該事業所における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、当該計画に従い、研修（外部における研修を含む。）を実施
又は実施を予定していること。

ロ　認知症加算（Ⅱ）　イ（１）及び（２）に掲げる基準に適合すること。

指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に
伴う実施上の留意事項について　(平成18年3月31日　老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号)最終改正:令和6年4
月18日老高発0418第１号、老認発0418第１号、老老発0418第１号

(10)　認知症加算について
①　「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又
はＭに該当する者を指すものとする。

②　「周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度のランクⅡに該当する者を指すものとする。
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加算　認知症加算　[改定]
厚生労働省Q&A　

Q.
＜認知症高齢者の日常生活自立度を基準とした加算＞
「認知症高齢者の日常生活自立度」を基準とした加算について、医師が判定した場合、その情報は必ず文書で提供する必要があるのか。

21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q＆A(vol.2) ／39

A. 医師が判定した場合の情報提供の方法については特に定めず、必ずしも診断書や文書による診療情報提供を義務づけるものではない。

Q.

＜認知症専門ケア加算、認知症加算＞
「認知症介護実践リーダー研修の研修対象者として、介護保険施設・事業所等においてサービスを利用者に直接提供する介護職員として、介護福祉士資
格を取得した日から起算して10年以上、かつ、1,800日以上の実務経験を有する者あるいはそれと同等以上の能力を有する者であると実施主体の長が
認めた者については、令和９年３月31日までの間は、本文の規定に関わらず研修対象者」とあるが、「それと同等以上の能力を有する者であると実施主体
の長が認めた者」とは具体的にどのような者なのか。

6.3.29 事務連絡 「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和６年３月29日）」の送付について ／4

A.
同等以上の能力を有する者として、例えば、訪問介護事業所において介護福祉士として７年以上サービスを利用者に直接提供するとともに、そのうちの３
年以上、サービス提供責任者としても従事する者を研修対象者として認めていただくことは差し支えない。

Q.
＜認知症加算＞
介護給付費算定に係る体制等に関する届出において、認知症加算の項目が「１なし ２加算Ⅰ ３加算Ⅱ」となっているが、加算（Ⅲ）（Ⅳ）の届出はどうすれ
ばよいか。

6.5.17 事務連絡 「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.６）（令和６年５月17日）」 の送付について ／3

A.
今回の改定で新設した認知症加算（Ⅰ）（Ⅱ）は、事業所の体制を要件とする区分であるため届出を必要とするものであるが、認知症加算（Ⅲ）（Ⅳ）は従来
の認知症加算（Ⅰ）（Ⅱ）と同様、事業所の体制を要件としない区分であることから届出不要。 52



加算　認知症行動・心理症状緊急対応加算
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準　(平成18年3月14日　厚生労働省告示第126号)最終改正:令和6年3月15日厚生労働省告示第86号

ホ　認知症行動・心理症状緊急対応加算

注　ロについて、医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定小規模多機能型居宅介護を利用することが適当であると判断した者
に対し、指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、利用を開始した日から起算して７日を限度として、１日につき２００単位を所定単位数に加算する。

指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項に
ついて　(平成18年3月31日　老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号)最終改正:令和6年4月18日老高発0418第１号、老認発0418第１号、
老老発0418第１号

(11)　認知症行動・心理症状緊急対応加算について

①「認知症の行動・心理症状」とは、認知症による認知機能の障害に伴う、妄想・幻覚・興奮・暴言等の症状を指すものである。

②本加算は、利用者に「認知症の行動・心理症状」が認められ、緊急に短期利用（短期利用居宅介護費）が必要であると医師が判断した場合であって、介護支援専門員、受け入れ事
業所の職員と連携し、利用者又は家族の同意の上、短期利用（短期利用居宅介護費）を開始した場合に算定することができる。本加算は医師が判断した当該日又はその次の日に
利用を開始した場合に限り算定できるものとする。
この際、短期利用（短期利用居宅介護費）ではなく、医療機関における対応が必要であると判断される場合にあっては、速やかに適当な医療機関の紹介、情報提供を行うことによ
り、適切な医療が受けられるように取り計らう必要がある。

③次に掲げる者が、直接、短期利用（短期利用居宅介護費）を開始した場合には、当該加算は算定できないものであること。
ａ　病院又は診療所に入院中の者
ｂ　介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入院中又は入所中の者
ｃ　認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、特定施設入居者生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、短期利用認知症対応型共同生活介護、
短期利用特定施設入居者生活介護及び地域密着型短期利用特定施設入居者生活介護を利用中の者

④判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録しておくこと。また、事業所も判断を行った医師名、日付及び利用開始に当たっての留意事項等を介護サービス計画
書に記録しておくこと。

⑤７日を限度として算定することとあるのは、本加算が「認知症の行動・心理症状」が認められる利用者を受け入れる際の初期の手間を評価したものであるためであり、利用開始
後８日目以降の短期利用（短期利用居宅介護費）の継続を妨げるものではないことに留意すること。 53



加算　若年性認知症利用者受入加算
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準　(平成18年3月14日　厚生労働省告示第126号)最終改正:令和6
年3月15日厚生労働省告示第86号

ヘ　若年性認知症利用者受入加算　８００単位

注　
　イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、
老健局長が定める様式による届出を行った指定小規模多機能型居宅介護事業所において、若年性認知症利用者に対して小規模多機
能型居宅介護を行った場合は、１月につき所定単位数を加算する。
　ただし、ニを算定している場合は、算定しない。

厚生労働大臣が定める基準　(平成27年3月23日　厚生労働省告示第95号)最終改正:令和6年3月15日厚生労働省告示第86号

十八　通所介護費、通所リハビリテーション費、短期入所生活介護費、短期入所療養介護費、地域密着型通所介護費、認知症対応型通
所介護費、小規模多機能型居宅介護費、認知症対応型共同生活介護費、看護小規模多機能型居宅介護費、介護予防通所リハビリテー
ション費、介護予防短期入所生活介護費、介護予防短期入所療養介護費、介護予防認知症対応型通所介護費、介護予防小規模多機能
型居宅介護費及び介護予防認知症対応型共同生活介護費における若年性認知症利用者受入加算の基準
　受け入れた若年性認知症利用者（介護保険法施行令第二条第六号に規定する初老期における認知症によって要介護者又は要支援
者となった者をいう。）ごとに個別の担当者を定めていること。
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加算　若年性認知症利用者受入加算
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関
する基準の制定に伴う実施上の留意事項について　(平成18年3月31日　老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発
第0331018号)最終改正:令和6年4月18日老高発0418第１号、老認発0418第１号、老老発0418第１号

(12)　若年性認知症利用者受入加算について
３の２(16)を準用する。

(16)　若年性認知症利用者受入加算について
受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行
うこと。

厚生労働省Q&A　

Q.
＜若年性認知症利用者受入加算について＞
若年性認知症利用者受入加算について、小規模多機能型居宅介護や看護小規模多機能型居宅介護のように月単位の報酬が設
定されている場合、６５歳の誕生日の前々日が含まれる月はどのように取り扱うのか。

30.3.23 事務連絡 「平成30年度介護報酬改定に関するQ＆A（Vol.1）（平成30年3月23日）」の送付について ／40

A.
本加算は６５歳の誕生日の前々日までは対象であり、月単位の報酬が設定されている小規模多機能型居宅介護と看護小規模多
機能型居宅介護については６５歳の誕生日の前々日が含まれる月は月単位の加算が算定可能である。
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加算　看護職員配置加算
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準　(平成18年3月14日　厚生労働省告示第126号)最終改正:令和6年3月15日厚生労
働省告示第86号

ト　看護職員配置加算

注　
　イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長
が定める様式による届出を行った指定小規模多機能型居宅介護事業所については、当該施設基準に掲げる区分に従い、１月につきそれぞれ所定単位数
を加算する。
　ただし、この場合において、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

（１）　看護職員配置加算（Ⅰ）　９００単位　　（２）　看護職員配置加算（Ⅱ）　７００単位　　（３）　看護職員配置加算（Ⅲ）　４８０単位

厚生労働大臣が定める施設基準　(平成27年3月23日　厚生労働省告示第96号)最終改正:令和6年3月15日厚生労働省告示第86号

二十九　指定小規模多機能型居宅介護における看護職員配置加算に係る施設基準

イ　看護職員配置加算 （Ⅰ） を算定すべき指定小規模多機能型居宅介護の施設基準
　　（１）　専ら当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事する常勤の看護師を一名以上配置していること。
　　（２）　通所介護費等の算定方法第七号に規定する基準に該当していないこと。

ロ　看護職員配置加算 （Ⅱ） を算定すべき指定小規模多機能型居宅介護の施設基準
　　（１）　専ら当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事する常勤の准看護師を一名以上配置していること。
　　（２）　イ（２）に該当するものであること。

ハ　看護職員配置加算 （Ⅲ） を算定すべき指定小規模多機能型居宅介護の施設基準
　　（１）　看護職員を常勤換算方法で一名以上配置していること。
　　（２）　イ（２）に該当するものであること。
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加算　看護職員配置加算
厚生労働省Q&A　

Q.
＜看護職員配置加算＞
看護師資格を有する管理者については、看護職員配置加算の要件である常勤かつ専従を満たすこととして、加算を算定することは可能か。

21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q＆A(vol.1) ／126

A.
指定基準等においては、看護職員の配置は常勤要件とはされていない。一方、看護職員配置加算は、利用者ニーズへの対応を図るため、常
勤かつ専従を要件として創設されたものであることから、お尋ねのような場合についての加算の算定は認められない。

Q.

＜サテライト事業所＞
本体事業所の看護職員が適切にサテライト型事業所の登録者に対する健康管理等を行うことができる場合、サテライト事業所には看護職員
を置かなくてもよいこととされているが、本体事業所において看護職員配置加算を算定している場合、当該本体事業所の看護職員は看護
職員配置加算に係る常勤・専従の看護職員であってもよいのか。

24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)（平成24年3月16日）」の送付について ／
158

A.

　本体事業所とサテライト事業所については密接な連携の下に運営されるものであり、当該常勤・専従の看護職員がサテライト事業所の登
録者に対する健康管理等を行うことも差し支えなく、この場合、当該常勤・専従の看護職員の配置をもって、サテライト事業所の看護職員を
置かないことができる。
　また、当該常勤・専従の看護職員はサテライト事業所の登録者に対する訪問サービスや本体事業所において提供される宿泊サービスに従
事することも可能である。
　なお、この場合、サテライト事業所で看護職員配置加算を算定することはできず、本体事業所及びサテライト事業所の双方で看護職員配置
加算を算定しようとする場合、それぞれの事業所に常勤・専従の看護職員を配置することが必要となる。

57



加算　看取り連携体制加算
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準　(平成18年3月14日　厚生労働省告示第126号)最終改正:令和6年3月15日厚生労
働省告示第86号

チ　看取り連携体制加算

注　
　イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長
が定める様式による届出を行った指定小規模多機能型居宅介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者について看取り期
におけるサービス提供を行った場合は、看取り連携体制加算として、死亡日及び死亡日以前３０日以下について１日につき６４単位を死亡月に加算する。
　ただし、この場合において、看護職員配置加算（Ⅰ）を算定していない場合は、算定しない。

厚生労働大臣が定める施設基準　(平成27年3月23日　厚生労働省告示第96号)最終改正:令和6年3月15日厚生労働省告示第86号

三十　指定小規模多機能型居宅介護における看取り連携体制加算に係る施設基準

イ　看護師により二十四時間連絡できる体制を確保していること。
ロ　看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に、登録者又はその家族等に対して、当該対応方針の内容を説明し、同意を得ていること。

厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等　(平成27年3月23日　厚生労働省告示第94号)最終改正:令和6年3月15日厚生労働省告示第86号

三十九　指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の小規模多機能型居宅介護費のチの注の厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者

次に掲げるいずれの基準にも適合する利用者

イ　医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。

ロ　看取り期における対応方針に基づき、登録者の状態又は家族の求め等に応じ、介護職員、看護職員等から介護記録等登録者に関する記録を活用し行
われるサービスについての説明を受け、同意した上でサービスを受けている者（その家族等が説明を受け、同意した上でサービスを受けている者を含
む。）であること。
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加算　看取り連携体制加算
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実
施上の留意事項について　(平成18年3月31日　老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号)最終改正:令和6年4月18日老高発
0418第１号、老認発0418第１号、老老発0418第１号

(13)　看取り連携体制加算について

①看取り連携体制加算は、事業所の看取り期の利用者に対するサービスを提供する体制をＰＤＣＡサイクルにより構築かつ強化していくこととし、利用者等告示
第39号に定める基準に適合する登録者が死亡した場合に、死亡日を含めて30日を上限として、小規模多機能型居宅介護事業所において行った看取り期にお
ける取組を評価するものである。
　なお、登録者の自宅で介護を受ける場合又は小規模多機能型居宅介護事業所において介護を受ける場合のいずれについても算定が可能である。
　また、死亡前に医療機関へ入院した後、入院先で死亡した場合でも算定可能であるが、その際には、当該小規模多機能型居宅介護事業所においてサービスを
直接提供していない入院した日の翌日から死亡日までの間は、算定することができない。（したがって、入院した日の翌日から死亡日までの期間が30日以上
あった場合には、看取り連携体制加算を算定することはできない。）

②「24時間連絡できる体制」とは、事業所内で勤務することを要するものではなく、夜間においても小規模多機能型居宅介護事業所から連絡でき、必要な場合
には小規模多機能型居宅介護事業所からの緊急の呼び出しに応じて出勤する体制をいうものである。

③管理者を中心として、介護職員、看護職員、介護支援専門員等による協議の上、「看取り期における対応方針」が定められていることが必要であり、同対応方針
においては、例えば、次に掲げる事項を含むこととする。
　ア　当該事業所における看取り期における対応方針に関する考え方
　イ　医師や医療機関との連携体制（夜間及び緊急時に対応を含む。）
　ウ　登録者等との話し合いにおける同意、意思確認及び情報提供の方法
　エ　登録者等への情報提供に供する資料及び同意書等の様式
　オ　その他職員の具体的対応等

④看取り期の利用者に対するケアカンファレンス、看取り期における対応の実践を振り返る等により、看取り期における対応方針の内容その他看取り期におけ
るサービス提供体制について、適宜見直しを行う。

⑤看取り期の利用者に対するサービス提供においては、次に掲げる事項を介護記録等に記録し、多職種連携のための情報共有を行うこと。
　ア　利用者の身体状況の変化及びこれに対する介護についての記録
　イ　看取り期におけるサービス提供の各プロセスにおいて登録者及び家族の意向を把握し、それに基づくアセスメント及び対応の経過の記録
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加算　看取り連携体制加算
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実
施上の留意事項について　(平成18年3月31日　老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号)最終改正:令和6年4月18日老高発
0418第１号、老認発0418第１号、老老発0418第１号

⑥登録者の看取りに関する理解を支援するため、登録者の状態又は家族の求め等に応じ随時、介護記録等その他の登録者に関する記録の開示又は当該記録の
写しの提供を行う際には、適宜、登録者等に理解しやすい資料を作成し、代替することは差し支えない。

⑦小規模多機能型居宅介護事業所から医療機関へ入院した月と死亡した月が異なる場合でも算定可能であるが、看取り連携体制は死亡月にまとめて算定する
ことから、登録者側にとっては、小規模多機能型居宅介護の登録を終了した翌月についても自己負担を請求されることになるため、登録者が入院する際、入院
した月の翌月に亡くなった場合に、前月分の看取り連携体制加算に係る一部負担の請求を行う場合があることを説明し、文書にて同意を得ておくことが必要で
ある。

⑧小規模多機能型居宅介護事業所は、入院の後も、継続して登録者の家族や入院先の医療機関等との継続的な関わりを持つことが必要である。
　なお、情報の共有を円滑に行う観点から、事業所が入院する医療機関等に利用者の状態を尋ねたときに、当該医療機関等が事業所に対して本人の状態を伝え
ることについて、入院の際、本人又は家族に対して説明をし、文書にて同意を得ておくことが必要である。

⑨本人又はその家族に対する随時の説明に係る同意については、口頭で同意を得た場合は、介護記録にその説明日時、内容等を記載するとともに、同意を得た
旨を記載しておくことが必要である。
　また、本人が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族に連絡しても来てもらえないような場合も、医師、看護職員、介護職員等が利用者の状態等に応じて
随時、看取り期における登録者に対する介護の内容について相談し、共同して介護を行っており、家族に対する情報提供を行っている場合には、看取り連携体
制加算の算定は可能である。
　この場合には、適切な看取り期における取組が行われていることが担保されるよう、介護記録に職員間の相談日時、内容等を記載するとともに、本人の状態や、
家族に対する連絡状況等について記載しておくことが必要である。
　なお、家族が利用者の看取りについてともに考えることは極めて重要であり、事業所は、定期的に連絡を取ることにより、可能な限り家族の意思を確認しなが
ら介護を進めていくことが重要である。

⑩小規模多機能型居宅介護事業所の宿泊室等において看取りを行う際には、プライバシーの確保及び家族への配慮について十分留意することが必要である。

⑪看取り期の利用者に対するサービス提供に当たっては、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等を参考にしつ
つ、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針が実施できるよう、多職種が連携し、本人及びその家族と必要な情報の共有等に努めること。 60



加算　看取り連携体制加算
厚生労働省Q&A　

Q.
＜看取り介護加算＞
　看取り連携加算の算定要件のうち「24時間連絡できる体制」とは、看護職員配置加算（Ⅰ）で配置する常勤の看護師と連絡できる体制を
確保することを求めるものか。それとも、他の常勤以外の看護師も含めて、連絡できる体制を確保していれば算定要件を満たすのか。

27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A（平成27年4月1日）」の送付について ／170

A.
看護職員配置加算（Ⅰ）で配置する常勤の看護師に限らず、他の常勤以外の看護師を含め、小規模多機能型居宅介護事業所の看護師と24
時間連絡できる体制が確保されていれば算定要件を満たすものである。

Q.

＜特定事業所加算（Ⅰ）・（Ⅲ）、看取り連携体制加算について①＞
特定事業所加算（Ⅰ）・（Ⅲ）の重度要介護者等対応要件である看取り期の利用者への対応体制及び看取り連携体制加算について、看取り期
における対応方針は、管理者を中心として、介護職員、看護職員、介護支援専門員等による協議の上、定められていることが必要とされて
いるが、その他に協議を行うことが想定される者としては、医師も含まれるのか。
また、対応方針を定めるにあたっての「協議」とは具体的にはどのようなものか。

6.3.15 事務連絡 「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月15日）」の送付について ／14

A.

・貴見のとおり医師も含まれると考えて差し支えない。
・また、看取り期における対応方針の「協議」については、必ずしもカンファレンスなどの会議の場により行われる必要はなく、例えば、通常
の業務の中で、主治の医師や看護師、介護支援専門員等の意見を把握し、これに基づき対応方針の策定が行われていれば、本加算の算定要
件を満たすものである。
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加算　看取り連携体制加算
厚生労働省Q&A　

Q.
＜特定事業所加算（Ⅰ）・（Ⅲ）、看取り連携体制加算について②＞
特定事業所加算（Ⅰ）・（Ⅲ）の重度要介護者等対応要件である看取り期の利用者への対応体制及び看取り連携体制加算について、「適宜、利
用者等に理解しやすい資料を作成し、代替することは差し支えない。」とあるが、「代替」とは具体的にどういうことか。

6.3.15 事務連絡 「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月15日）」の送付について ／15

A.

・質の高い看取り介護を実施するためには、多職種連携により、利用者等に対し、十分な説明を行い、理解を得るよう努力することが不可欠
である。このため、利用者への介護記録等その他の利用者に関する記録の開示又は当該記録の写しの提供を行う際に、利用者またはその
家族の理解を支援させる目的で、補完的に理解しやすい資料を作成し、これを用いて説明することも差し支えないこととしたものである。
・なお、その際、介護記録等の開示又は写しの提供を本人またはその家族が求める場合には、提供することが必要である。

Q.
＜特定事業所加算（Ⅰ）・（Ⅲ）、看取り連携体制加算について③＞
特定事業所加算（Ⅰ）・（Ⅲ）の重度要介護者等対応要件である看取り期の利用者への対応体制及び看取り連携体制加算について、「本人ま
たはその家族に対する随時の説明」とあるが、具体的にどういうことか。

6.3.15 事務連絡 「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月15日）」の送付について ／16

A.
看取り期における対応方針に基づき、利用者の状態又は家族の求め等に応じ、介護職員、看護職員等から介護記録等利用者に関する記録
を活用し行われるサービスについての説明のことをいう。
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加算　訪問体制強化加算
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準　(平成18年3月14日　厚生労働省告示第126号)最終改正:令和6年3月15日
厚生労働省告示第86号

リ　訪問体制強化加算　１，０００単位

注　イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健
局長が定める様式による届出を行った指定小規模多機能型居宅介護事業所が、登録者の居宅における生活を継続するための指定小規模多機能
型居宅介護の提供体制を強化した場合は、訪問体制強化加算として、１月につき所定単位数を加算する。

厚生労働大臣が定める基準　(平成27年3月23日　厚生労働省告示第95号)最終改正:令和6年3月15日厚生労働省告示第86号

五十五　小規模多機能型居宅介護費における訪問体制強化加算の基準

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

イ　指定小規模多機能型居宅介護事業所が提供する訪問サービス（指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する訪問サービスをい
う。）の提供に当たる常勤の従業者を二名以上配置していること。

ロ　算定日が属する月における提供回数について、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所における延べ訪問回数が一月当たり二百回以上であ
ること。
　ただし、指定小規模多機能型居宅介護事業所と同一建物に集合住宅（老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）第二十条の四に規定する養
護老人ホーム、同法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム若しくは同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム又は高齢者の居住の安定
確保に関する法律（平成十三年法律第二十六号）第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅であって同項に規定する都道府県知事の
登録を受けたものに限る。）を併設する場合は、登録者の総数のうち小規模多機能型居宅介護費のイ（１）を算定する者の占める割合が百分の五十
以上であって、かつ、イ（１）を算定する登録者に対する延べ訪問回数が一月当たり二百回以上であること。 63



加算　訪問体制強化加算
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の
制定に伴う実施上の留意事項について　(平成18年3月31日　老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号)最終改
正:令和6年4月18日老高発0418第１号、老認発0418第１号、老老発0418第１号

(14)　訪問体制強化加算について

①訪問体制強化加算は、訪問サービス（指定地域密着型サービス基準第63条第１項に規定する訪問サービスをいう。以下同じ。）を担当する常勤
の従業者を２名以上配置する指定小規模多機能型居宅介護事業所において、当該事業所における全ての登録者に対する訪問サービスの提供回
数が１月当たり延べ200回以上である場合に当該加算を算定する。当該加算を算定する場合にあっては、当該訪問サービスの内容を記録してお
くこと。

②「訪問サービスを担当する常勤の従業者」は、訪問サービスのみを行う従業者として固定しなければならないという趣旨ではなく、訪問サービス
も行っている常勤の従業者を２名以上配置した場合に算定が可能である。

③「訪問サービスの提供回数」は、暦月ごとに、５(３)①ロと同様の方法に従って算定するものとする。
　なお、本加算は介護予防小規模多機能型居宅介護については算定しないため、小規模多機能型居宅介護の登録者に対する訪問サービスの提供
回数について計算を行うこと。

④指定小規模多機能型居宅介護事業所と同一建物に集合住宅（養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅
に限る。）を併設する場合は、各月の前月の末日時点（新たに事業を開始し、又は再開した事業所については事業開始（再開）日）における登録者の
うち同一建物居住者以外の者（「小規模多機能型居宅介護費のイ(１)を算定する者」をいう。以下同じ。）の占める割合が100分の50以上であって、
かつ、①から③の要件を満たす場合に算定するものとする。
　ただし、③については、同一建物居住者以外の者に対する訪問サービスの提供回数について計算を行うこと。

◆訪問サービス
　１回の訪問を１回のサービス提供として算定すること。
　なお、小規模多機能型居宅介護の訪問サービスは身体介護に限られないため、登録者宅を訪問して見守りの意味で声かけ等を行った場合でも、
訪問サービスの回数に含めて差し支えない。
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加算　訪問体制強化加算
厚生労働省Q&A　

Q.
＜訪問体制強化加算について＞
　訪問体制強化加算について、訪問サービスを担当する常勤の従業者は、小規模多機能型居宅介護の訪問サービス以外の業務に従事することは可能か。

27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A（平成27年4月1日）」の送付について ／164

A.
「訪問サービスを担当する常勤の従業者」は、訪問サービスのみを行う従業者として固定しなければならないという趣旨ではなく、当該小規模多機能型居
宅介護事業所における訪問サービス以外の業務に従事することも可能である。

Q.
＜訪問体制強化加算について＞
　訪問体制強化加算について、訪問サービスを担当する常勤の従業者を２名以上配置することとされているが、当該事業所の営業日・営業時間において
常に満たすことが必要か。

27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A（平成27年4月1日）」の送付について ／165

A.
「訪問サービスを担当する常勤の従業者」は、当該事業所において訪問サービスの提供に当たる者のうち２名以上を常勤の従業者とすることを求めるも
のであり、当該事業所の営業日・営業時間において常に訪問を担当する常勤の従業者を２名以上配置することを求めるものではない。

Q.
＜訪問体制強化加算について＞
　訪問体制強化加算について、当該月において、訪問サービスの利用が１度も無かった登録者についても、当該加算を算定するのか。

27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A（平成27年4月1日）」の送付について ／166

A. 貴見のとおりである。
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加算　訪問体制強化加算
厚生労働省Q&A　

Q.
＜訪問体制強化加算について＞
　訪問体制強化加算の届出をしたが、一月当たりの訪問回数が200回未満であった場合、当該月において算定できないということでよいか。

27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A（平成27年4月1日）」の送付について ／167

A.

　貴見のとおりである。
　訪問体制強化加算の算定に係る届出がされている小規模多機能型居宅介護事業所については、一月当たりの延べ訪問回数が200回以上となった月
において、当該加算を算定できる。
　なお、算定要件のうち「訪問サービスの提供に当たる常勤の従業者を２名以上配置していること」を満たしている場合には、一月当たりの訪問回数に応
じて、当該体制届についてあらためて変更・取下、再提出等の手続を求めるものではない。

Q.
＜訪問体制強化加算について＞
　訪問体制強化加算における「一月当たり延べ訪問回数が200回以上」とは、当該事業所の登録者数にかかわらず一月当たり延べ訪問回数が200回以
上必要であるということでよいか。

27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A（平成27年4月1日）」の送付について ／168

A. 貴見のとおりである。
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加算　訪問体制強化加算
厚生労働省Q&A　

Q.
＜訪問体制強化加算について＞
　訪問体制強化加算について、訪問サービスの提供回数には、通いサービスの送迎として自宅を訪問する場合も含まれるのか。

27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A（平成27年4月1日）」の送付について ／169

A.

　「訪問サービスの提供回数」は、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関す
る基準の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成18年３月31日老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号、厚生労働省老健局計画・
振興・老人保健課長通知）の５⑶①ロに規定する「サービス提供が過少である場合の減算」における訪問サービスの算定方法と同様の方法に従って算定することとしており、
具体的には、指定地域密着型サービス指定基準第87条に規定する「提供した具体的なサービスの内容等の記録」において、訪問サービスとして記録されるものに基づき
算定することとなる。
　したがって、通いサービスの送迎として自宅を訪問する場合であっても、介護従業者が行う身体整容や更衣介助など、当該記録において訪問サービスとして記録される
サービスについては、訪問サービスの提供回数に含まれるものである。

Q.
＜通所介護等における看護職員の業務について＞
通所介護等において、看護職員による健康管理や必要に応じて行う利用者の観察等の業務の実施が困難な状況であった場合、医師又は歯科医師が当該業務を代替して
行うことは可能か。

30.8.6 事務連絡 「平成30年度介護報酬改定に関するQ＆A（Vol.6）（平成30年8月6日）」の送付について ／3

A.

　通所介護、地域密着型通所介護の看護職員（看護師・准看護師）の配置基準については、平成27年度介護報酬改定において、営業日ごとに利用者の健康状態の確認を
行い、他の医療機関等の看護職員とサービス提供時間を通じて密接かつ適切な連携を図っている場合には看護職員が確保されている取り扱いとしたところである。
　しかしながら、やむを得ず看護職員の確保が困難となった場合には、速やかに人員確保をするべきであるものの、看護職員が確保されるまでの間、看護職員が行うバイ
タルチェックなどの健康管理や必要に応じて行う利用者の観察等の業務について、医師又は歯科医師が代替して行うことは可能であると解することとして差し支えない。
小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護の看護職員の配置基準についても同様とする。
　また、この場合、これらのサービスにおいて看護職員又は介護職員等の配置を要件とする加算のうち、通所介護、地域密着型通所介護の認知症加算及び口腔機能向上加
算並びに小規模多機能型居宅介護の訪問体制強化加算については、看護職員又は介護職員等の業務を医師又は歯科医師が代替して行うことが可能であると解すること
として差し支えないが、各々の加算要件を変更するものではないことから、勤務形態等その他要件はすべて満たす必要があるので留意されたい。

※ 平成30年８月６日以降、本取扱いを適用するものとする。
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加算　総合マネジメント体制強化加算　[改定]
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準　(平成18年3月14日　厚生労働省告示第126号)最終改正:令和6年3月15日
厚生労働省告示第86号

ヌ　総合マネジメント体制強化加算

注　
　イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定小規模多機能
型居宅介護事業所が、利用者に対し、指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき所定単位数を加算する。
　ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
（１）　総合マネジメント体制強化加算（Ⅰ）　１，２００単位　　（２）　総合マネジメント体制強化加算（Ⅱ）　８００単位

厚生労働大臣が定める基準　(平成27年3月23日　厚生労働省告示第95号)最終改正:令和6年3月15日厚生労働省告示第86号

五十六　小規模多機能型居宅介護費における総合マネジメント体制強化加算の基準

イ　総合マネジメント体制強化加算（Ⅰ）　次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

（１）　利用者の心身の状況又はその家族等を取り巻く環境の変化に応じ、随時、介護支援専門員、看護師、准看護師、介護職員その他の関係者が共同し、小規模多機能型居宅介護計画（指定地域密着型
サービス基準第七十七条第一項に規定する小規模多機能型居宅介護計画をいう。以下同じ。）の見直しを行っていること。

（２）　利用者の地域における多様な活動が確保されるよう、日常的に地域住民等との交流を図り、利用者の状態に応じて、地域の行事や活動等に積極的に参加していること。

（３）　日常的に利用者と関わりのある地域住民等の相談に対応する体制を確保していること。

（４）　必要に応じて、多様な主体により提供される登録者の生活全般を支援するサービス（介護給付費等対象サービス（法第二十四条第二項に規定する介護給付費等対象サービスをいう。）以外の保健
医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等をいう。第七十九号イ（５）において同じ。）が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること。

（５）　次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
　　　（一）　地域住民等との連携により、地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支援を行っていること。
　　　（二）　障害福祉サービス事業所、児童福祉施設等と協働し、地域において世代間の交流の場の拠点となっていること。
　　　（三）　地域住民等、他の指定居宅サービス事業者が当該事業を行う事業所、他の指定地域密着型サービス事業者が当該事業を行う事業所等と共同で事例検討会、研修会等を実施していること。
　　　（四）　市町村が実施する法第百十五条の四十五第一項第二号に掲げる事業や同条第二項第四号に掲げる事業等に参加していること。

ロ　総合マネジメント体制強化加算（Ⅱ）　イ（１）及び（２）に掲げる基準に適合すること。
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加算　総合マネジメント体制強化加算　[改定]
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の
制定に伴う実施上の留意事項について　(平成18年3月31日　老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号)最終改
正:令和6年4月18日老高発0418第１号、老認発0418第１号、老老発0418第１号

(15)　総合マネジメント体制強化加算について

①総合マネジメント体制強化加算は、指定小規模多機能型居宅介護事業所において、登録者が住み慣れた地域での生活を継続できるよう、地域
住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、登録者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、「通い・訪問・宿泊」を柔軟に組
み合わせて提供するために、介護支援専門員、看護師、准看護師、介護職員その他の関係者が日常的に行う調整や情報共有、多様な関係機関や地
域住民等との調整や地域住民等との交流等の取組、また、小規模多機能型居宅介護が、地域包括ケアの担い手として、地域に開かれた拠点となり、
サービスの質の向上を図りつつ、認知症対応を含む様々な機能を発揮し、地域の多様な主体とともに利用者を支える仕組みづくりを促進するた
め、地域包括ケアの推進と地域共生社会の実現に資する取組を評価するものである。

②総合マネジメント体制強化加算（Ⅰ）は、次に掲げるいずれにも該当する場合に算定する。
ア　小規模多機能型居宅介護計画について、登録者の心身の状況や家族を取り巻く環境の変化を踏まえ、介護職員や看護職員等の多職種協働に
より、随時適切に見直しを行っていること。

イ　日常的に地域住民等との交流を図り、地域の行事や活動等に積極的に参加すること。

（地域の行事や活動の例）
・　登録者が住み慣れた地域で生活を継続するために、当該地域における課題を掘り起し、地域住民や市町村等とともに解決する取組（行政や地
域包括支援センターが開催する地域での会議への参加、町内会や自治会の活動への参加、認知症や介護に関する研修の実施等）
・　登録者が住み慣れた地域との絆を継続するための取組（登録者となじみの関係がある地域住民や商店等との関わり、地域の行事への参加等）

ウ　利用者及び利用者と関わりのある地域住民や商店等からの日頃からの相談体制を構築し、事業所内外の人（主に独居、認知症の人とその家
族）にとって身近な拠点となるよう、事業所が主体となって、地域の相談窓口としての役割を担っていること。

つづき⇒
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加算　総合マネジメント体制強化加算　[改定]
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の
制定に伴う実施上の留意事項について　(平成18年3月31日　老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号)最終改
正:令和6年4月18日老高発0418第１号、老認発0418第１号、老老発0418第１号

(15)　総合マネジメント体制強化加算について

オ　次に掲げるいずれかに該当すること
・　地域住民等との連携により、地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支援を行っていること。なお、地域資源を効果的に活用し、利
用者の状態に応じた支援を行うための取組とは、例えば、利用者となじみの関係にある地域住民・商店等の多様な主体との関わり、利用者の地域
における役割、生きがいなどを可視化したものを作成し、事業所の従業者で共有していることをいう。

・　障害福祉サービス事業所、児童福祉施設等と協働し、指定小規模多機能型居宅介護事業所において、世代間の交流の場を設けている（障害福
祉サービス事業所、児童福祉施設等の指定を併せて受け、一体的に運営が行われている場合を含む。）こと。

・　指定小規模多機能型居宅介護事業所が、地域住民等、当該事業所以外の他の指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者等と共
同で、認知症や介護に関する事例検討会、研修会等を定期的に行うこと。

・　市町村が実施する通いの場、在宅医療・介護連携推進事業等の地域支援事業等において、介護予防に資する取組、指定小規模多機能型居宅介
護事業所以外のサービス事業所又は医療機関との連携等を行っていること。

③総合マネジメント体制強化加算（Ⅱ）は、②ア及びイのいずれにも該当する場合に算定する。
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加算　総合マネジメント体制強化加算　[改定]
厚生労働省Q&A　

Q.

＜総合マネジメント体制強化加算について＞
　総合マネジメント体制強化加算について、利用者の心身の状況等に応じて、随時、関係者（小規模多機能型居宅介護の場合は、介護支援専門員、看護師、准看護師、介護
職員その他の関係者）が共同して個別サービス計画の見直しを行うこととされているが、個別サービス計画の見直しに当たり全ての職種が関わることが必要か。また、個
別サービス計画の見直しが多職種協働により行われたことを、どのように表せばよいか。

27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A（平成27年4月1日）」の送付について ／155

A.

　定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護を提供する事業所は、日々変化し得る利用者の状態を確認しつつ、一
体的なサービスを適時・適切に提供することが求められている。これらの事業では、利用者の生活全般に着目し、日頃から主治の医師や看護師、その他の従業者といった
多様な主体との意思疎通を図ることが必要となり、通常の居宅サービスとは異なる「特有のコスト」を有しているため、総合マネジメント体制強化加算により評価するもの
である。
　定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護を提供する事業所における個別サービス計画の見直しは、多職種協働
により行われるものであるが、その都度全ての職種が関わらなければならないものではなく、見直しの内容に応じて、適切に関係者がかかわることで足りるものである。
　また、個別サービス計画の見直しに係る多職種協働は、必ずしもカンファレンスなどの会議の場により行われる必要はなく、日常的な業務の中でのかかわりを通じて行
われることも少なくない。通常の業務の中で、主治の医師や看護師、介護職員等の意見を把握し、これに基づき個別サービス計画の見直しが行われていれば、本加算の算
定要件を満たすものである。なお、加算の要件を満たすことのみを目的として、新たに多職種協働の会議を設けたり書類を作成することは要しない。

Q.
＜総合マネジメント体制強化加算について＞
　定期巡回・随時対応型訪問介護看護の総合マネジメント体制強化加算について、「病院又は診療所等に対し、日常的に情報提供等を行っている」こととあるが、「日常的
に」とは、具体的にどのような頻度で行われていればよいか。

27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A（平成27年4月1日）」の送付について ／156

A.

　定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する事業所は、日々変化し得る利用者の状態を確認しつつ、適時・適切にサービスを提供することが求められるサービスであ
り、病院、診療所等に対し、日常的に情報提供等を行うことにより連携を図ることは、事業を実施する上で必要不可欠である。
　情報提供等の取組は、一定の頻度を定めて評価する性格のものではなく、事業所と病院、診療所等との間で、必要に応じて適時・適切な連携が図られていれば、当該要
件を満たすものである。
　なお､情報提供等の取組が行われていることは、サービス提供記録や業務日誌等、既存の記録において確認できれば足りるものであり、加算要件を満たすことを目的と
して、新たに書類を作成することは要しない。

71



加算　総合マネジメント体制強化加算　[改定]
厚生労働省Q&A　

Q.
＜総合マネジメント体制強化加算について＞
　小規模多機能型居宅介護の総合マネジメント体制強化加算について、「地域における活動への参加の機会が確保されている」こととあるが、具体的な取組内容や取組頻
度についてどのように考えればよいか。

27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A（平成27年4月1日）」の送付について ／157

A.

　小規模多機能型居宅介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、
希望及びその置かれている環境を踏まえて、サービスを提供することとしている。
　「地域における活動」の具体的な取組内容については、指定地域密着型サービス基準の解釈通知の５（７）イにおいて、「地域の行事や活動の例」をお示ししている。
　ただし、小規模多機能型居宅介護事業所が、事業所の所在する地域において一定の理解・評価を得て、地域を支える事業所として存在感を高めていくために必要な取組
は、地域の実情に応じて、様々なものが考えられるため、当該解釈通知に例示する以外の取組も該当し得る。
　また、地域における活動は、一定の活動の頻度を定めて行う性格のものではなく、利用者が住み慣れた地域において生活を継続するために何が必要かということにつ
いて、常に問題意識をもって取り組まれていれば、当該要件を満たすものである。
　なお､地域における活動が行われていることは、そのため､サービス提供記録や業務日誌等、既存の記録において確認できれば足りるものであり、加算要件を満たすこと
を目的として、新たに資料を作成することは要しない。

Q.
＜総合マネジメント体制強化加算＞
総合マネジメント体制強化加算（Ⅰ）において「日常的に利用者と関わりのある地域住民等の相談に対応する体制を確保していること」とされているが、
具体的な取組頻度についてどのように考えればよいか。また、相談に対応したことについて、どのように表せばよいか。

6.3.15 事務連絡 「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月15日）」の送付について ／145

A.

・地域住民等からの相談への対応は、一定の頻度を定めて行う性格のものではなく、常に地域住民等からの相談を受け付けられる体制がとられていれば、当該要件を満た
すものである。
・また、日常的に利用者と関わりのある地域住民等からの相談が行われやすいような関係を構築していることも重要である。
・なお、地域住民等からの相談が行われていることは、日々の相談記録等、既存の記録において確認できれば足りるものであり、加算要件を満たすことを目的として、新た
に資料を作成することは要しない。
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加算　総合マネジメント体制強化加算　[改定]
厚生労働省Q&A　

Q.
＜総合マネジメント体制強化加算＞
総合マネジメント体制強化加算（Ⅰ）において「地域住民等との連携により、地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支援を行っていること」と
されているが、具体的な取組内容や取組頻度についてどのように考えればよいか。

6.3.15 事務連絡 「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月15日）」の送付について ／146

A.

・具体的な取組内容については、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の
額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成18年３月31日老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発第
0331018号厚生労働省老健局計画課長、振興課長、老人保健課長通知）第２の５(12)において、「地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた
支援を行うための取組」の例をお示ししている。
・ただし、定期巡回随時対応型訪問介護看護事業所、（看護）小規模多機能型居宅介護事業所が、事業所の所在する地域において、一定の理解・評価を得
て、地域の中で核となり、地域資源を効果的に活用し利用者を支援する取組は、地域の実情に応じて、様々なものが考えられるため、当該通知に例示する
以外の取組も該当し得る。
・また、「地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支援を行うための取組」については、一定の頻度を定めて行う性格のものではなく、利用者が
住み慣れた地域において生活を継続するために、利用者一人一人にとってどのような支援が必要かということについて、地域住民等と連携した上で、常
に問題意識をもって取り組まれていれば、当該要件を満たすものである。

Q.
＜総合マネジメント体制強化加算 ＞
総合マネジメント体制強化加算（Ⅰ）における「地域住民等、他の指定居宅サービス事業者が当該事業を行う事業所、他の指定地域密着型サービス事業者
が当該事業を行う事業所等と共同での事例検討会、研修会等」については、市町村や地域の介護事業者団体等と共同して実施した場合も評価の対象か。

6.3.15 事務連絡 「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月15日）」の送付について ／147

A.

・貴見のとおりである。
・ただし、当該算定要件における「共同」とは、開催者か否かを問わず地域住民や民間企業、他の居宅サービス事業者など複数の主体が事例検討会等に参
画することを指しており、市町村等と共同して実施する場合であっても、これらの複数の主体が開催者又は参加者として事例検討会等に参画することが
必要である。

73



加算　生活機能向上連携加算
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準　(平成18年3月14日　厚生労働省告示第126号)最終改正:令和6年3月15日
厚生労働省告示第86号

ル　生活機能向上連携加算

（１）　生活機能向上連携加算（Ⅰ）　１００単位
（２）　生活機能向上連携加算（Ⅱ）　２００単位

注１　
（１）について、介護支援専門員（指定地域密着型サービス基準第６３条第１０項に規定する介護支援専門員をいう。注２において同じ。）が、指定訪
問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業
療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした小規模多機能型居宅介護計画（指定地域密着型サービス基準第７７条第１
項に規定する小規模多機能型居宅介護計画をいう。以下同じ。）を作成し、当該小規模多機能型居宅介護計画に基づく指定小規模多機能型居宅
介護を行ったときは、初回の当該指定小規模多機能型居宅介護が行われた日の属する月に、所定単位数を加算する。

注２　
（２）について、利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医
療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定訪問リハビリテーション、指定通所リハビリテーション等の一環として当該利
用者の居宅を訪問する際に介護支援専門員が同行する等により、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の
評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした小規模多機能型居宅介護計画を作成した場合であって、当該医師、理学療法士、作業療
法士又は言語聴覚士と連携し、当該小規模多機能型居宅介護計画に基づく指定小規模多機能型居宅介護を行ったときは、初回の当該指定小規模
多機能型居宅介護が行われた日の属する月以降３月の間、１月につき所定単位数を加算する。ただし、（１）を算定している場合は、算定しない。
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加算　生活機能向上連携加算
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項に
ついて　(平成18年3月31日　老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号)最終改正:令和6年4月18日老高発0418第１号、老認発0418第１号、
老老発0418第１号

(17)　生活機能向上連携加算について
２(17)を準用する。

(17)　生活機能向上連携加算について
①　生活機能向上連携加算（Ⅱ）について

イ　「生活機能の向上を目的とした定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画」とは、利用者の日常生活において介助等を必要とする行為について、単に訪問介護員等が介助等を行
うのみならず、利用者本人が、日々の暮らしの中で当該行為を可能な限り自立して行うことができるよう、その有する能力及び改善可能性に応じた具体的目標を定めた上で、訪
問介護員等が提供する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容を定めたものでなければならない。

ロ　イの定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に当たっては、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施して
いる医療提供施設（病院にあっては、認可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中心として半径４キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。以下２において同
じ。）の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師（以下２において「理学療法士等」という。）が利用者の居宅を訪問する際に計画作成責任者が同行する又は当該理学療法士
等及び計画作成責任者が利用者の居宅を訪問した後に共同してカンファレンス（指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第38号）第13条
第９号に規定するサービス担当者会議として開催されるものを除く。以下①において同じ。）を行い、当該利用者のＡＤＬ（寝返り、起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排せつ等）
及びＩＡＤＬ（調理、掃除、買物、金銭管理、服薬状況等）に関する利用者の状況につき、理学療法士等と計画作成責任者が共同して、現在の状況及びその改善可能性の評価（以下
「生活機能アセスメント」という。）を行うものとする。
　カンファレンスは、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱
いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。
　また、この場合の「カンファレンス」は、サービス担当者会議の前後に時間を明確に区分した上で、計画作成責任者及び理学療法士等により実施されるもので差し支えない。
　さらに、この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、診療報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行っている病院若しくは診療所又は介護老
人保健施設、介護療養型医療施設若しくは介護医療院である。

ハ　イの定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画には、生活機能アセスメントの結果のほか、次に掲げるその他の日々の暮らしの中で必要な機能の向上に資する内容を記載しな
ければならない。
ａ　利用者が日々の暮らしの中で可能な限り自立して行おうとする行為の内容
ｂ　生活機能アセスメントの結果に基づき、ａの内容について定めた３月を目途とする達成目標
ｃ　ｂの目標を達成するために経過的に達成すべき各月の目標
ｄ　ｂ及びｃの目標を達成するために訪問介護員等が行う介助等の内容

つづき⇒
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加算　生活機能向上連携加算
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項に
ついて　(平成18年3月31日　老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号)最終改正:令和6年4月18日老高発0418第１号、老認発0418第１号、
老老発0418第１号

(17)　生活機能向上連携加算について
①　生活機能向上連携加算（Ⅱ）について

ニ　ハのｂ及びｃの達成目標については、利用者の意向及び利用者を担当する介護支援専門員の意見も踏まえ策定するとともに、利用者自身がその達成度合い
を客観視でき、当該利用者の意欲の向上につながるよう、例えば当該目標に係る生活行為の回数や当該生活行為を行うために必要となる基本的な動作（立位
又は座位の保持等）の時間数といった数値を用いる等、可能な限り具体的かつ客観的な指標を用いて設定すること。

ホ　イの定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び当該計画に基づく訪問介護員等が行う指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容としては、例えば次
のようなものが考えられること。
達成目標として「自宅のポータブルトイレを１日１回以上利用する（１月目、２月目の目標として座位の保持時間）」を設定。

（１月目）訪問介護員等は週２回の訪問の際、ベッド上で体を起こす介助を行い、利用者が５分間の座位を保持している間、ベッド周辺の整理を行いながら安全確
保のための見守り及び付き添いを行う。

（２月目）ベッド上からポータブルトイレへの移動の介助を行い、利用者の体を支えながら、排泄の介助を行う。

（３月目）ベッド上からポータブルトイレへ利用者が移動する際に、転倒等の防止のため付き添い、必要に応じて介助を行う（訪問介護員等は、指定定期巡回・随時
対応型訪問介護看護提供時以外のポータブルトイレの利用状況等について確認を行う）。

ヘ　本加算はロの評価に基づき、イの定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき提供された初回の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供日が属
する月を含む３月を限度として算定されるものであり、３月を超えて本加算を算定しようとする場合は、再度ロの評価に基づき定期巡回・随時対応型訪問介護看
護計画を見直す必要があること。
　なお、当該３月の間に利用者に対する指定訪問リハビリテーション又は指定通所リハビリテーション等の提供が終了した場合であっても、３月間は本加算の算
定が可能であること。

ト　本加算を算定する期間中は、各月における目標の達成度合いにつき、利用者及び理学療法士等に報告し、必要に応じて利用者の意向を確認し、当該理学療
法士等から必要な助言を得た上で、利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの改善状況及びハのｂの達成目標を踏まえた適切な対応を行うこと。
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加算　生活機能向上連携加算
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項に
ついて　(平成18年3月31日　老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号)最終改正:令和6年4月18日老高発0418第１号、老認発0418第１号、
老老発0418第１号

(17)　生活機能向上連携加算について
②　生活機能向上連携加算（Ⅰ）について

イ　生活機能向上連携加算（Ⅰ）については、①ロ、ヘ及びトを除き①を適用する。
　本加算は、理学療法士等が自宅を訪問せずにＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する利用者の状況について適切に把握した上で計画作成責任者に助言を行い、計画作成責
任者が、助言に基づき①イの定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成（変更）するとともに、計画作成から３月経過後、目標の達成度合いにつき、利用者
及び理学療法士等に報告することを定期的に実施することを評価するものである。

ａ　①イの定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に当たっては、理学療法士等は、当該利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する状況について、指定訪問リハビ
リテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の場において把握し、又は指定定期巡回・随時対応
型訪問介護看護事業所の計画作成責任者と連携してＩＣＴを活用した動画やテレビ電話装置等を用いて把握した上で、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護
看護事業所の計画作成責任者に助言を行うこと。
　なお、ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話装置等を用いる場合においては、理学療法士等がＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する利用者の状況について適切に把握すること
ができるよう、理学療法士等と計画作成責任者で事前に方法等を調整するものとする。

ｂ　当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の計画作成責任者は、ａの助言に基づき、生活機能アセスメントを行った上で、①イの定期巡回・随時対応
型訪問介護看護計画の作成を行うこと。
　なお、①イの定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画には、ａの助言の内容を記載すること。

ｃ　本加算は、①イの定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき指定指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した初回の月に限り、算定されるもの
である。
　なお、ａの助言に基づき定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を見直した場合には、本加算を算定することは可能であるが、利用者の急性増悪等により定期
巡回・随時対応型訪問介護看護計画を見直した場合を除き、①イの定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を
提供した翌月及び翌々月は本加算を算定しない。

ｄ　３月経過後、目標の達成度合いにつき、利用者及び理学療法士等に報告すること。
　なお、再度ａの助言に基づき定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を見直した場合には、本加算の算定が可能である。 77



加算　生活機能向上連携加算
厚生労働省Q&A　

Q.
＜生活機能向上連携加算について＞
生活機能向上連携加算（Ⅱ）について、告示上、「訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション等の一環として当該利用者の居宅を訪問
する際にサービス提供責任者が同行する等により」とされているが、「一環」とは具体的にはどのようなものか。

30.3.23 事務連絡 「平成30年度介護報酬改定に関するQ＆A（Vol.1）（平成30年3月23日）」の送付について ／3

A.
具体的には、訪問リハビリテーションであれば、訪問リハビリテーションで訪問する際に訪問介護事業所のサービス提供責任者が同行するこ
とであるが、リハビリテーションを実施している医療提供施設の医師については、訪問診療を行う際等に訪問介護事業所のサービス提供責
任者が同行することが考えられる。

78



加算　生活機能向上連携加算
厚生労働省Q&A　

Q.
＜生活機能向上連携加算について＞
「ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用いる場合においては、理学療法士等がＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する利用者の状況について適切に把握することができるよう、理学療法士等とサービス提供
責任者で事前に方法等を調整するものとする」とあるが、具体的にはどのような方法があるのか。

30.5.29 事務連絡 「平成30年度介護報酬改定に関するQ＆A（Vol.4）（平成30年5月29日）」の送付について ／1

A.

　利用者のＡＤＬ（寝返り、 起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排せつ等）及びＩＡＤＬ（調理、掃除、買物、金銭管理、服薬状況等）に関する利用者の状況及びその改善可能性の評価（以下「生活機
能アセスメント」という。）を行った上で、訪問介護計画には、生活機能アセスメントの結果のほか、次に掲げるその他の日々の暮らしの中で必要な機能の向上に資する内容を記載しなければな
らないことから、外部の理学療法士等は、生活機能アセスメントに留意した助言を行うことが求められる。

①利用者が日々の暮らしの中で可能な限り自立して行おうとする行為の内容
②生活機能アセスメントの結果に基づき、①の内容について定めた３月を目途とする達成目標
③②の目標を達成するために経過的に達成すべき各月の目標
④②及び③の目標を達成するために訪問介護員等が行う介助等の内容

ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用いる場合については、具体的には次のような方法が考えられる。

①訪問介護事業所のサービス提供責任者と外部の理学療法士等が、リアルタイムでのコミュニケーション（ビデオ通話）が可能な情報通信機器を用いて、外部の理学療法士等が利用者のＡＤＬ及
びＩＡＤＬの状況を把握すること。
　なお、通信時間等の調整を行い、当該利用者の自宅（生活の場・介護現場）にてビデオ通話を行うこと。

②訪問介護事業所のサービス提供責任者と外部の理学療法士等が、あらかじめ、動画によって利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの状況について適切に把握することができるよう、動画の撮影方法及び
撮影内容を調整した上で、訪問介護事業所のサービス提供責任者が利用者宅で動画撮影を行い、当該動画データを外部の理学療法士等に提供することにより、外部の理学療法士等が利用者
のＡＤＬ及びＩＡＤＬの状況を把握すること。なお、当該利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの動画内容は、当該利用者の自宅（生活の場・介護現場）の環境状況、動作の一連の動き等がわかるように撮影す
ること。

　また、実施に当たっては、利用者の同意を取るとともに、個人情報の適切な取扱いに留意することが必要である。SNS（Social Networking Service）の利用については、セキュリティが
十分に確保されていないサービスもあることから、一般社団法人保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会（HISPRO）が公表している「医療情報連携において、SNS を利用する際に気を
付けるべき事項」を参考に、適切な対策を講じることが適当である。なお、外部の理学療法士等が、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末を利
用して行う場合には、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン（第５版）」（平成29年５月）に対応していることが必要である。
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加算　生活機能向上連携加算
「平成30年度介護報酬改定に関する Q＆A（Vol.４）（平成30年５月29日）」
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加算　口腔・栄養スクリーニング加算
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準　(平成18年3月14日　厚生労働省告示第126号)最終改正:令和6年3月15日
厚生労働省告示第86号

ヲ　口腔・栄養スクリーニング加算　２０単位

注
　イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定小規模多機能型居宅介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中６月ごとに利
用者の口腔（くう）の健康状態のスクリーニング及び栄養状態のスクリーニングを行った場合に、１回につき所定単位数を加算する。
　ただし、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔（くう）・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。

厚生労働大臣が定める基準　(平成27年3月23日　厚生労働省告示第95号)最終改正:令和6年3月15日厚生労働省告示第86号

四十二の六　特定施設入居者生活介護費、小規模多機能型居宅介護費、認知症対応型共同生活介護費、地域密着型特定施設入居者生活介護費、
介護予防特定施設入居者生活介護費、介護予防小規模多機能型居宅介護費及び介護予防認知症対応型共同生活介護費における口腔（くう）・栄
養スクリーニング加算の基準

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

イ　利用開始時及び利用中六月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当該利用者の口腔の健康状態に関する情報（当該利用者の
口腔の健康状態が低下しているおそれのある場合にあっては、その改善に必要な情報を含む。）を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供
していること。

ロ　利用開始時及び利用中六月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報（当該利用者が低栄養状態の
場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。）を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。

ハ　通所介護費等算定方法第五号、第七号から第九号まで、第十九号、第二十一号及び第二十二号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
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加算　口腔・栄養スクリーニング加算
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項に
ついて　(平成18年3月31日　老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号)最終改正:令和6年4月18日老高発0418第１号、老認発0418第１号、
老老発0418第１号

(19)　口腔・栄養スクリーニング加算について

①口腔・栄養スクリーニング加算の算定に係る口腔の健康状態のスクリーニング（以下「口腔スクリーニング」という。）及び栄養状態のスクリーニング（以下「栄養スクリーニング」と
いう。）は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。
　なお、介護職員等は、利用者全員の口腔の健康状態及び栄養状態を継続的に把握すること。

②口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングは、利用者に対して、原則として一体的に実施すべきものであること。
　ただし、大臣基準第51号の６ロに規定する場合にあっては、口腔スクリーニング又は栄養スクリーニングの一方のみを行い、口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）を算定することが
できる。

③口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングを行うに当たっては、利用者について、それぞれ次に掲げる確認を行い、確認した情報を介護支援専門員に対し、提供すること。
　なお、口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングの実施に当たっては、別途通知（「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」）を参照され
たい。
イ　口腔スクリーニング
　ａ　硬いものを避け、柔らかいものを中心に食べる者
　ｂ　入れ歯を使っている者
　ｃ　むせやすい者

ロ　栄養スクリーニング
　ａ　ＢＭＩが18.5未満である者
　ｂ　１～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施について」（平成18年６月９日老発第0609001号厚生労働省老健局長通
　　　知）に規定する基本チェックリストのＮｏ．11の項目が「１」に該当する者
　ｃ　血清アルブミン値が3.5ｇ／ｄｌ以下である者
　ｄ　食事摂取量が不良（75％以下）である者

④口腔・栄養スクリーニング加算の算定を行う事業所については、サービス担当者会議で決定することとし、原則として、当該事業所が当該加算に基づく口腔スクリーニング又は
栄養スクリーニングを継続的に実施すること。

⑤口腔・栄養スクリーニング加算に基づく口腔スクリーニング又は栄養スクリーニングの結果、栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービス又は口腔機能向上加算の算定に係る
口腔機能向上サービスの提供が必要と判断された場合は、口腔・栄養スクリーニング加算の算定月でも栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定できること。
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加算　口腔・栄養スクリーニング加算
厚生労働省Q&A　

Q.
＜口腔・栄養スクリーニング加算について＞
令和２年10月以降に栄養スクリーニング加算を算定した事業所において、令和３年４月に口腔・栄養スクリーニング加算を算定できるか。

3.3.26 事務連絡 「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和３年３月26日）」の送付について ／20

A. 算定できる。

【関連通知】

・リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について 
令和6年3月15日　老高発0315第２号、老認発0315第２号、老老発0315第２号
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加算　科学的介護推進体制加算　[改定]
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準　(平成18年3月14日　厚生労働省告示第126号)最終改正:令和6年3月15日厚生労働省告示第86号

ワ　科学的介護推進体制加算

注　イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定小規模多機能型居
宅介護事業所が、利用者に対し指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、１月につき４０単位を所定単位数に加算する。

（１）利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔（くう）機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。

（２）必要に応じて小規模多機能型居宅介護計画を見直すなど、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たって、（１）に規定する情報その他指定小規模多機能型居宅介護を適切かつ有効に提供するた
めに必要な情報を活用していること。

指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について　(平成18年3
月31日　老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号)最終改正:令和6年4月18日老高発0418第１号、老認発0418第１号、老老発0418第１号

(18)　科学的介護推進体制加算について
３の２(21)を準用する。

(21)　科学的介護推進体制加算について
①科学的介護推進体制加算は、原則として利用者全員を対象として、利用者ごとに注24に掲げる要件を満たした場合に、当該事業所の利用者全員に対して算定できるものであること。

②情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式
例の提示について」を参照されたい。

③事業所は、利用者に提供するサービスの質を常に向上させていくため、計画（Ｐｌａｎ）、実行（Ｄｏ）、評価（Ｃｈｅｃｋ）、改善（Ａｃｔｉｏｎ）のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、質の高いサービスを実施する体
制を構築するとともに、その更なる向上に努めることが重要であり、具体的には、次のような一連の取組が求められる。したがって、情報を厚生労働省に提出するだけでは、本加算の算定対象とはなら
ない。

イ　利用者の心身の状況等に係る基本的な情報に基づき、適切なサービスを提供するためのサービス計画を作成する（Ｐｌａｎ）。
ロ　サービスの提供に当たっては、サービス計画に基づいて、利用者の自立支援や重度化防止に資する介護を実施する（Ｄｏ）。
ハ　ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報等も活用し、多職種が共同して、事業所の特性やサービス提供の在り方について検証を行う（Ｃｈｅｃｋ）。
ニ　検証結果に基づき、利用者のサービス計画を適切に見直し、事業所全体として、サービスの質の更なる向上に努める（Ａｃｔｉｏｎ）。

④提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。
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加算　科学的介護推進体制加算　[改定]
厚生労働省Q&A　

Q.
＜科学的介護推進体制加算、自立支援促進加算、褥瘡マネジメント加算、排せつ支援加算、栄養マネジメント強化加算について＞
要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」とされていれるが、「やむを得ない場合」とはどのような場合
か。

3.3.26 事務連絡 「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和３年３月26日）」の送付について ／16

A.

・やむを得ない場合とは、例えば、通所サービスの利用者について、情報を提出すべき月において、当該月の中旬に評価を行う予定であった
が、緊急で月初に入院することとなり、当該利用者について情報の提出ができなかった場合や、データを入力したにも関わらず、システムト
ラブル等により提出ができなかった場合等、利用者単位で情報の提出ができなかった場合がある。

・また、提出する情報についても、例えば、全身状態が急速に悪化した入所者について、必須項目である体重等が測定できず、一部の情報し
か提出できなかった場合等であっても、事業所・施設の利用者又は入所者全員に当該加算を算定することは可能である。

・ただし、情報の提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要がある。

Q.
＜科学的介護推進体制加算、自立支援促進加算、褥瘡マネジメント加算、排せつ支援加算、栄養マネジメント強化加算について＞
ＬＩＦＥに提出する情報に、利用者の氏名や介護保険被保険者番号等の個人情報が含まれるが、情報の提出に当たって、利用者の同意は必要
か。

3.3.26 事務連絡 「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和３年３月26日）」の送付について ／17

A.
ＬＩＦＥの利用者登録の際に、氏名や介護保険被保険者番号等の個人情報を入力いただくが、ＬＩＦＥのシステムにはその一部を匿名化した情
報が送られるため、個人情報を収集するものではない。
そのため、加算の算定に係る同意は必要ではあるものの、情報の提出自体については、利用者の同意は必要ない。 85



加算　科学的介護推進体制加算　[改定]
厚生労働省Q&A　

Q.
＜科学的介護推進体制加算、自立支援促進加算、褥瘡マネジメント加算、排せつ支援加算、栄養マネジメント強化加算について＞
加算を算定しようと考えているが、例えば入所者のうち１人だけでも加算の算定に係る同意が取れない場合には算定できないのか。

3.3.26 事務連絡 「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和３年３月26日）」の送付について ／18

A.
加算の算定に係る同意が得られない利用者又は入所者がいる場合であっても、当該者を含む原則全ての利用者又は入所者に係る情報を提出す
れば、加算の算定に係る同意が得られた利用者又は入所者について算定が可能である。

Q.

＜Barthel Indexの読み替えについて＞
科学的介護推進体制加算、ＡＤＬ維持等加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)、自立支援促進加算、個別機能訓練加算(Ⅱ)、リハビリテーションマネジメント加算
(Ａ)ロ若しくは(Ｂ)ロ、リハビリテーションマネジメント計画書情報加算又は理学療法若しくは作業療法及び言語聴覚療法に係る加算において、
Barthel Index（ＢＩ）のデータ提出に際して、老人保健健康増進等事業において一定の読み替え精度について検証されているＩＣＦステージング
から読み替えたものを提出してもよいか。

3.3.26 事務連絡 「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和３年３月26日）」の送付について ／19

A.

ＢＩの提出については、通常、ＢＩを評価する場合に相当する読み替え精度が内容の妥当性を含め客観的に検証された指標について、測定者が、
— ＢＩに係る研修を受け、
— ＢＩへの読み替え規則を理解し、
— 読み替え精度等を踏まえ、必要に応じて、読み替えの際に、正確なBIを別途評価する
等の対応を行い、提出することが必要である。

【通所系・居住系サービス】
※ 平成30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（平成30年３月23日）問30、問31は削除する。
※ 平成30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.６）（平成30年８月６日）問２は削除する。 86



加算　科学的介護推進体制加算　[改定]
厚生労働省Q&A　

Q.

＜科学的介護推進体制加算、個別機能訓練加算(Ⅱ)、リハビリテーションマネジメント加算(Ａ)ロ及び(Ｂ)ロ、リハビリテーションマネジメント計画書情報加算、理学療法、作業療法及び言語聴覚
療法に係る加算、褥瘡マネジメント加算、褥瘡対策指導管理(Ⅱ)、排せつ支援加算、自立支援促進加算、かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)、薬剤管理指導の注２の加算、栄養マネジメント強化
加算、栄養アセスメント加算、口腔衛生管理加算(Ⅱ)、口腔機能向上加算(Ⅱ)について＞
ＬＩＦＥに提出すべき情報は「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（令和３年３月16日老老発0316第４号）の各加
算の様式例において示されているが、利用者又は入所者の評価等に当たっては、当該様式例を必ず用いる必要があるのか。

3.4.9 事務連絡 「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.５）（令和３年４月９日）」の送付について ／4

A.
・「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（令和３年３月16日老老発0316第４号）においてお示しをしているとおり、
評価等が算定要件において求められるものについては、それぞれの加算で求められる項目（様式で定められた項目）についての評価等が必要である。
・ただし、同通知はあくまでもＬＩＦＥへの提出項目をお示ししたものであり、利用者又は入所者の評価等において各加算における様式と同一のものを用いることを求めるものではない。

Q.
＜科学的介護推進体制加算、自立支援促進加算、褥瘡マネジメント加算、排せつ支援加算について＞
サービス利用中に入院等の事由により、一定期間サービス利用がなかった場合について、加算の要件である情報提出の取扱い如何。

3.6.9 事務連絡 「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.10）（令和３年６月９日）」の送付について ／2

A.

・これらの加算については、算定要件として、サービスの利用を開始した日の属する月や、サービスの提供を終了する日の属する月の翌月 10 日までに、ＬＩＦＥへの情報提出を行っていただくこ
ととしている。

・当該サービスの再開や当該施設への再入所を前提とした、短期間の入院等による 30 日未満のサービス利用の中断については、当該中断の後、当該サービスの利用を再開した場合は、加算
の算定要件であるサービス利用終了時やサービス利用開始時の情報提出は必要ないものとして差し支えない。

・一方、長期間の入院等により、30 日以上、当該サービスの利用がない場合は、加算の算定要件であるサービス利用終了時の情報提出が必要であるとともに、その後、当該サービスの利用を
再開した場合は、加算の算定要件であるサービス利用開始時の情報提出が必要となる。

※ サービス利用開始時に情報提出が必要な加算：科学的介護推進体制加算、自立支援促進加算、褥瘡マネジメント加算、排せつ支援加算
※ サービス利用終了時に情報提出が必要な加算：科学的介護推進体制加算
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加算　科学的介護推進体制加算　[改定]
厚生労働省Q&A　

Q.
＜科学的介護推進体制加算について＞
サービス利用中に利用者の死亡により、当該サービスの利用が終了した場合について、加算の要件である情報提出の取扱い如何。

3.6.9 事務連絡 「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.10）（令和３年６月９日）」の送付について ／3

A.
当該利用者の死亡した月における情報を、サービス利用終了時の情報として提出する必要はあるが、死亡により、把握できない項目があった場合は、把
握できた項目のみの提出でも差し支えない。

Q.

＜科学的介護推進体制加算、自立支援促進加算、褥瘡マネジメント加算、褥瘡対策指導管理（Ⅱ）、排せつ支援加算について＞
月末よりサービスを利用開始した利用者に係る情報について、収集する時間が十分確保出来ない等のやむを得ない場合については、当該サービスを利
用開始した日の属する月（以下、「利用開始月」という。）の翌々月の10日までに提出することとしても差し支えないとあるが、利用開始月の翌月の10日
までにデータ提出した場合は利用開始月より算定可能か。

6.3.15 事務連絡 「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月15日）」の送付について ／171

A.

・事業所が該当の加算の算定を開始しようとする月の翌月以降の月の最終週よりサービスの利用を開始したなど、サービスの利用開始後に、利用者に係
る情報を収集し、サービスの利用を開始した翌月の10日までにデータ提出することが困難な場合は、当該利用者に限っては利用開始月の翌々月の10日
までに提出することとしても差し支えないとしている。

・ただし、加算の算定についてはLIFEへのデータ提出が要件となっているため、利用開始月の翌月の10日までにデータを提出していない場合は、当該利
用者に限り当該月の加算の算定はできない。当該月の翌々月の10日までにデータ提出を行った場合は、当該月の翌月より算定が可能。

・また、本取扱いについては、月末よりサービスを利用開始した場合に、利用開始月の翌月までにデータ提出し、当該月より加算を算定することを妨げる
ものではない。

・なお、利用開始月の翌月の10日までにデータ提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要がある。 88



加算　科学的介護推進体制加算　[改定]
厚生労働省Q&A　

Q.
＜科学的介護推進体制加算、自立支援促進加算、褥瘡マネジメント加算、褥瘡対策指導管理（Ⅱ）、排せつ支援加算について ＞
事業所又は施設が加算の算定を開始しようとする月以降の月末にサービス利用開始した利用者がおり、やむを得ず、当該利用者の当該月のデータ提出
が困難な場合、当該利用者以外については算定可能か。

6.3.15 事務連絡 「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月15日）」の送付について ／172

A.

・原則として、事業所の利用者全員のデータ提出が求められている上記の加算について、月末にサービス利用開始した利用者がおり、やむを得ず、当該月
の当該利用者に係る情報をLIFEに提出できない場合、その他のサービス利用者についてデータを提出していれば算定できる。

・なお、情報の提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要がある。

・ただし、上記の場合や、その他やむを得ない場合（※）を除いて、事業所の利用者全員に係る情報を提出していない場合は、加算を算定することができな
い。

（※）令和３年度介護報酬改定に関す得るＱ＆Ａ(Vol.3）(令和３年３月26日)問16参照。

Q.
＜介護記録ソフトの対応について＞
LIFEへの入力について、事業所又は施設で使用している介護記録ソフトからCSV連携により入力を行っているが、LIFEへのデータ提出について、当該
ソフトが令和６年度改定に対応した後に行うこととして差し支えないか。

6.3.15 事務連絡 「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月15日）」の送付について ／173

A.

・差し支えない。

・事業所又は施設にて使用している介護記録ソフトを用いて令和６年度改定に対応した様式情報の登録ができるようになってから、令和６年４月以降サー
ビス提供分で提出が必要な情報について、遡って、やむを得ない事情を除き令和６年10月10日までにLIFEへ提出することが必要である。 89



加算　科学的介護推進体制加算　[改定]
厚生労働省Q&A　

Q.
 ＜LIFEへの提出情報について＞
令和６年４月以降サービス提供分に係るLIFEへの提出情報如何。

6.3.15 事務連絡 「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月15日）」の送付について ／174

A.

・令和６年４月以降サービス提供分に係るLIFEへの提出情報に関して、令和６年４月施行のサービスについては、令和６年度改定に対応した様式情報を
提出すること。

・令和６年６月施行のサービス（訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、予防訪問リハビリテーション、予防通所リハビリテーション）については、
令和６年４～５月サービス提供分の提出情報に限り、令和３年度改定に対応した様式情報と令和６年度改定に対応した様式の提出情報の共通する部分を
把握できる範囲で提出するか、令和６年度改定に対応した様式情報を提出すること。

・各加算で提出が必要な情報については、「科学的介護情報システム（LIFE）関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示に
ついて」（令和６年３月15日）を参照されたい。

Q.
＜科学的介護推進体制加算について ＞
科学的介護推進体制加算のデータ提出頻度について、少なくとも６か月に１回から３か月に１回に見直されたが、令和６年４月又は６月以降のいつから少
なくとも３か月に１回提出すればよいか。

6.3.15 事務連絡 「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月15日）」の送付について ／175

A.

・科学的介護推進体制加算を算定する際に提出が必須とされている情報について、令和６年４月又は６月以降は、少なくとも３か月に１回提出することが
必要である。

・例えば、令和５年２月に提出した場合は、６か月後の令和６年８月までに少なくとも１回データ提出し、それ以降は３か月後の令和６年11月までに少なく
とも１回のデータ提出が必要である。 90



加算　科学的介護推進体制加算　[改定]

【関連通知】

・「科学的介護情報システム（LIFE）」の活用等について 令和3年2月19日　

・科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）に係る対応等について 令和3年4月23日　

・「科学的介護情報システム（LIFE）」の活用等について（その３） 令和3年3月26日　

・令和３年４月からの「科学的介護情報システム（LIFE）」の稼働等について 令和3年4月5日　

・科学的介護情報システム（LIFE）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
 令和6年3月15日　老老発0315第４号
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加算　生産性向上推進体制加算 [新設]
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準　(平成18年3月14日　厚生労働省告示第126号)最終改正:令和6
年3月15日厚生労働省告示第86号

カ　生産性向上推進体制加算

注　
　別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が
定める様式による届出を行った指定小規模多機能型居宅介護事業所において、利用者に対して指定小規模多機能型居宅介護を行っ
た場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき次に掲げる所定単位数を加算する。
　ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

（１）　生産性向上推進体制加算（Ⅰ）　１００単位　　（２）　生産性向上推進体制加算（Ⅱ）　１０単位

厚生労働大臣が定める基準　(平成27年3月23日　厚生労働省告示第95号)最終改正:令和6年3月15日厚生労働省告示第86号

五十六の二　小規模多機能型居宅介護費における生産性向上推進体制加算の基準
第三十七号の三の規定を準用する。
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加算　生産性向上推進体制加算 [新設]
厚生労働大臣が定める基準　(平成27年3月23日　厚生労働省告示第95号)最終改正:令和6年3月15日厚生労働省告示第86号

三十七の三　短期入所生活介護費における生産性向上推進体制加算の基準

イ　生産性向上推進体制加算（Ⅰ）　次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
（１）　利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会において、次に掲げる事項につい
て必要な検討を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認していること。

（一）　業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減に資する機器（以下「介護機器」という。）を活用する場合における利用者の安全及びケア
の質の確保
（二）　職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮
（三）　介護機器の定期的な点検
（四）　業務の効率化及び質の向上並びに職員の負担軽減を図るための職員研修

（２）　（１）の取組及び介護機器の活用による業務の効率化及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関する実績があること。

（３）　介護機器を複数種類活用していること。

（４）　（１）の委員会において、職員の業務分担の明確化等による業務の効率化及びケアの質の確保並びに負担軽減について必要な検討を行い、
当該検討を踏まえ、必要な取組を実施し、及び当該取組の実施を定期的に確認すること。
（５）　事業年度ごとに（１）、（３）及び（４）の取組に関する実績を厚生労働省に報告すること。

ロ　生産性向上推進体制加算（Ⅱ）　次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
（１）　イ（１）に適合していること。
（２）　介護機器を活用していること。
（３）　事業年度ごとに（２）及びイ（１）の取組に関する実績を厚生労働省に報告すること。
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加算　生産性向上推進体制加算 [新設]
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項に
ついて　(平成18年3月31日　老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号)最終改正:令和6年4月18日老高発0418第１号、老認発0418第１号、
老老発0418第１号

(19)　生産性向上推進体制加算について
生産性向上推進体制加算の内容については、別途通知（「生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について」）を参照すること。

厚生労働省Q&A　

Q.

＜生産性向上推進体制加算について＞
加算（Ⅰ）（※100 単位/月）の算定開始に当たっては、加算（Ⅱ）の要件となる介護機器の導入前後の状況を比較し、生産性向上の取組の成果の確認が求められているが、例えば、数年前又は
新規に介護施設を開設し、開設当初より、加算（Ⅰ） の要件となる介護機器を全て導入しているような場合については、当該介護機器の導入前の状況を把握している利用者及び職員がいない
など、比較が困難となるが、導入前の状況の確認はどのように考えるべきか。

6.4.30 事務連絡 「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.５）（令和６年４月30日）」の送付について ／12

A.

介護機器の導入前の状況を把握している利用者及び職員がいない場合における生産性向上の取組の成果の確認については、以下のとおり対応されたい。

【利用者の満足度等の評価について】
介護サービスを利用する利用者（５名程度）に、介護機器を活用することに起因する利用者の安全やケアの質の確保についてヒアリング調査等を行い（※）、その結果に基づき、利用者の安全並
びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会において当該介護機器の導入による利用者の満足度等への影響がないことを確認すること。
（※）介護機器活用した介護サービスを受ける中での、利用者が感じる不安や困りごと、介護サービスを利用する中での支障の有無、介護機器活用による効果等についてヒアリングを実施する
ことを想定している。
また、事前調査が実施できない場合であって、ヒアリング調査等を行う場合には、別添１の利用者向け調査票による事後調査の実施は不要となる。

【総業務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間の調査、年次有給休暇の取得状況の調査について】
加算（Ⅱ）の要件となる介護機器を導入した月（利用者の受入れを開始した月）を事前調査の実施時期（※）とし、介護職員の１月当たりの総業務時間、超過勤務時間及び年次有給休暇の取得状
況を調査すること。また、事後調査は、介護機器の導入後、生産性向上の取組を３月以上継続した以降の月における介護職員の１月当たりの総業務時間、超過勤務時間及び年次有給休暇の取
得状況を調査し、事前調査の勤務状況と比較すること。

（※） 介護施設を新たに開設し、利用者の受入開始月から複数月をかけて利用者の数を拡大するような場合については、利用者数の変化が一定程度落ち着いたと考えられる時点を事前調査
の対象月とすること。この場合、利用者数の変化が一定程度落ち着いた考えられる時点とは、事前調査及び事後調査時点における利用者数と介護職員数の比に大きな差がないことをいう。
（例） 例えば、令和６年１月に介護施設（定員 50 名とする）を新たに開設し、同年１月に 15 人受け入れ、同年２月に15人受け入れ（合計30名）、同年３月に15人受け入れ（合計45名）、同年４
月に２名受け入れ（合計47名）、のように、利用者の数を段階的に増加していく場合については、利用者の増加が落ち着いたと考えられる同年４月を事前調査の実施時期とすること。
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◆生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について 令和6年3月15日　老高発
0315第４号

生産性向上推進体制加算（（Ⅰ）・（Ⅱ））の仕組み等
　
　生産性向上推進体制加算（以下「加算」という。）は、テクノロジーの導入後の継続的な活用を支援するため、委員会の開催や必要な安全対策を講
じた上で、見守り機器等のテクノロジーを１つ以上導入し、生産性向上ガイドラインの内容に基づいた業務改善を継続的に行うとともに、事業年度
毎に１回、生産性向上の取組に関する実績データを厚生労働省に報告する場合に、一月当たり10単位を算定（加算（Ⅱ））することとした。

　また、上記の加算（Ⅱ）の要件を満たし、当該要件に基づき提出した実績データにより生産性向上の取組による成果が確認された場合であって、
見守り機器等のテクノロジーを複数導入し、かつ、職員間の適切な役割分担（特定の介護職員が利用者の介助に集中して従事することのできる時
間帯を設けることやいわゆる介護助手の活用等。以下同じ。）の取組を行っている場合に、一月当たり100単位を算定（加算（Ⅰ））することとした。

　加算（Ⅰ）及び加算（Ⅱ）の関係については、加算（Ⅰ）が上位区分となるものである。両加算の違いとして、加算（Ⅱ）においては、生産性向上の取
組の成果の確認は要件としていないところであるが、加算（Ⅰ）の算定に当たっては、加算（Ⅱ）で求める取組の成果の確認が要件となる。

　また、加算（Ⅰ）では加算（Ⅱ）の要件に加え、テクノロジーを複数導入するなどの違いがある。
加算（Ⅰ）及び加算（Ⅱ）により、生産性向上の取組を段階的に支援していくこととしており、原則として、加算（Ⅱ）を算定し、一定の期間、加算（Ⅱ）
の要件に基づいた取組を進め、加算（Ⅰ）に移行することを想定しているものであるが、生産性向上の取組を本加算の新設以前より進めている介
護サービス事業所においては、最初から加算（Ⅰ）を算定することも可能である。詳細については下記７を参照すること。

　また、加算（Ⅰ）及び加算（Ⅱ）を同時に算定することはできないものである。

　なお、加算（Ⅰ）の算定を開始するに当たっては、加算（Ⅱ）で求める取組の成果の確認が要件となることから、本加算の要件に基づき生産性向上
の取組を開始するに当たっては、後述する６（１）から６（３）の項目に関するテクノロジー導入前の状況を調査する必要があることに留意すること。

加算　生産性向上推進体制加算 [新設]
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◆生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について 令和6年3月15日　老高発
0315第４号

加算　生産性向上推進体制加算 [新設]
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◆生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について 令和6年3月15日　老高発
0315第４号

加算　生産性向上推進体制加算 [新設]
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◆生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について 令和6年3月15日　老高発
0315第４号

加算　生産性向上推進体制加算 [新設]
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◆生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について 令和6年3月15日　老高発
0315第４号

加算　生産性向上推進体制加算 [新設]
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◆生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について 令和6年3月15日　老高発
0315第４号

加算　生産性向上推進体制加算 [新設]
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◆生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について 令和6年3月15日　老高発
0315第４号

加算　生産性向上推進体制加算 [新設]
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加算　サービス提供体制強化加算
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準　(平成18年3月14日　厚生労働省告示第126号)最終改正:令和6
年3月15日厚生労働省告示第86号

ヨ　サービス提供体制強化加算

注　別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様
式による届出を行った指定小規模多機能型居宅介護事業所が、登録者に対し、指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる
区分に従い、イについては１月につき、ロについては１日につき、次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定し
ている場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

（１）　イを算定している場合 （２）　ロを算定している場合

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）　７５０単位 （一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）　２５単位

（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）　６４０単位 （二）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）　２１単位

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）　３５０単位 （三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）　１２単位
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加算　サービス提供体制強化加算
厚生労働大臣が定める基準　(平成27年3月23日　厚生労働省告示第95号)最終改正:令和6年3月15日厚生労働省告示第86号

五十七　小規模多機能型居宅介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準

イ　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）　次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

（１）　指定小規模多機能型居宅介護事業所の全ての小規模多機能型居宅介護従業者（指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する小規模多機能型居宅介護従業者
をいう。以下同じ。）に対し、小規模多機能型居宅介護従業者ごとに研修計画を作成し、研修（外部における研修を含む。）を実施又は実施を予定していること。
（２）　利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定小規模多機能型居宅介護事業所における小規模多機能型居宅介護従業者の技術指導
を目的とした会議を定期的に開催すること。
（３）　次のいずれかに適合すること。
（一）　当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者（看護師又は准看護師であるものを除く。）の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の七
十以上であること。
（二）　当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者（看護師又は准看護師であるものを除く。）の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占
める割合が百分の二十五以上であること。
（４）　通所介護費等算定方法第七号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。

ロ　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）　次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

（１）　当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者（看護師又は准看護師であるものを除く。）の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五
十以上であること。
（２）　イ（１）、（２）及び（４）に適合するものであること。

ハ　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）　次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

（１）　次のいずれかに適合すること。
（一）　指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者（看護師又は准看護師であるものを除く。）の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以
上であること。
（二）　当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の六十以上であること。
（三）　当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
（２）　イ（１）、（２）及び（４）に該当するものであること。
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加算　サービス提供体制強化加算
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の
制定に伴う実施上の留意事項について　(平成18年3月31日　老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号)最終改
正:令和6年4月18日老高発0418第１号、老認発0418第１号、老老発0418第１号

(20)　サービス提供体制強化加算の取扱い

①２(20)①、②及び④から⑦まで並びに４(20)②を準用すること。
②なお、この場合の小規模多機能型居宅介護従業者に係る常勤換算にあっては、利用者への介護業務（計画作成等介護を行うに当たって必要な
業務は含まれるが、請求事務等介護に関わらない業務を除く。）に従事している時間を用いても差し支えない。

【参照】
①研修について
定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者ごとの研修計画については、当該事業所におけるサービス従事者の資質向上のための研修内容と当該
研修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者について個別具体的な研修の目標、内容、研修
期間、実施時期等を定めた計画を策定しなければならない。

②会議の開催について
「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の技術指導を目的とし
た会議」とは、当該事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の全てが参加するものでなければならない。なお、実施に当たっては、全
員が一堂に会して開催する必要はなく、いくつかのグループ別に分かれて開催することができる。また、会議の開催状況については、その概要を
記録しなければならない。なお、「定期的」とは、おおむね１月に１回以上開催されている必要がある。
また、会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者にお
ける個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。
「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項」とは、少なくとも、次に掲げる事項について、その変化の動向を含め、記載し
なければならない。
・利用者のＡＤＬや意欲　　・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望　　・家庭環境　　・前回のサービス提供時の状況
・その他サービス提供に当たって必要な事項 104



加算　サービス提供体制強化加算
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の
制定に伴う実施上の留意事項について　(平成18年3月31日　老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号)最終改
正:令和6年4月18日老高発0418第１号、老認発0418第１号、老老発0418第１号

(20)　サービス提供体制強化加算の取扱い

【参照】
④職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度（３月を除く。）の平均を用いることとする。
　ただし、前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。）については、届出日の属する月の前３月に
ついて、常勤換算方法により算出した平均を用いることとする
　したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、４月目以降届出が可能となるものであること。
　なお、介護福祉士又は実務者研修修了者若しくは介護職員基礎研修課程修了者については、各月の前月の末日時点で資格を取得又は研修の課
程を修了している者とすること。

⑤前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近３月間の職員の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければ
ならない。
　なお、その割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに第１の５の届出を提出しなければならない。

⑥勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。

⑦勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人等の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等
においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができるものとする。
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加算　サービス提供体制強化加算
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の
制定に伴う実施上の留意事項について　(平成18年3月31日　老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号)最終改
正:令和6年4月18日老高発0418第１号、老認発0418第１号、老老発0418第１号

(20)　サービス提供体制強化加算の取扱い

【参照】
５　加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い

　事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を
届出させることとする。
　なお、この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から加算等の算定を行わないものとする。
　また、この場合において、届出を行わず、当該算定について請求を行った場合は、不正請求となり、支払われた介護給付費は不当利得となるの
で返還措置を講ずることになることは当然であるが、悪質な場合には指定の取消しをもって対処すること。

【参照】
②同一の事業所において介護予防認知症対応型通所介護を一体的に行っている場合においては、本加算の計算も一体的に行うこととする。
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加算　サービス提供体制強化加算
厚生労働省Q&A　

Q.
＜特定事業所加算（訪問介護）・サービス提供体制強化加算 共通＞
特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算における介護福祉士又は介護職員基礎研修課程修了者若しくは一級課程修了者とは、各月の前月の末
日時点で資格を取得している者とされているが、その具体的取扱いについて示されたい。

21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q＆A(vol.1) ／2

A.

　要件における介護福祉士等の取扱いについては、登録又は修了証明書の交付まで求めるものではなく、例えば介護福祉士については、平成２１年３月３
１日に介護福祉士国家試験の合格又は養成校の卒業を確認し、翌月以降に登録をした者については、平成２１年４月において介護福祉士として含めるこ
とができる。
　また、研修については、全カリキュラムを修了していれば、修了証明書の交付を待たずに研修修了者として含めることが可能である。

　なお、この場合において、事業者は当該資格取得等見込み者の、試験合格等の事実を試験センターのホームページ等で受験票と突合する等して確認し、
当該職員に対し速やかな登録等を促すとともに、登録又は修了の事実を確認するべきものであること。

Q.
＜特定事業所加算（訪問介護）・サービス提供体制強化加算 共通＞
特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算の要件のうち、計画的な研修の実施に係る要件の留意事項を示されたい。

21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q＆A(vol.1) ／3

A.

　訪問介護員等（訪問入浴介護従業者等を含む。以下問３及び問４において同じ。）ごとに研修計画を策定されることとしているが、当該計画の期間につ
いては定めていないため、当該訪問介護員等の技能や経験に応じた適切な期間を設定する等、柔軟な計画策定をされたい。

　また、計画の策定については、全体像に加えて、訪問介護員等ごとに策定することとされているが、この訪問介護員等ごとの計画については、職責、経
験年数、勤続年数、所有資格及び本人の意向等に応じ、職員をグループ分けして作成することも差し支えない。
なお、計画については、すべての訪問介護員等が概ね１年の間に１回以上、なんらかの研修を実施できるよう策定すること。
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加算　サービス提供体制強化加算
厚生労働省Q&A　

Q.
＜特定事業所加算（訪問介護）・サービス提供体制強化加算 共通＞
特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算の要件のうち、定期的な健康診断の実施に係る要件の留意事項を示されたい。

21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q＆A(vol.1) ／4

A.

　本要件においては、労働安全衛生法により定期的に健康診断を実施することが義務づけられた「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護員等を含
めた、すべての訪問介護員等に対して、１年以内ごとに１回、定期的に医師による健康診断（常時使用する者に労働者に該当しない者に対する健康診断の
項目についても労働安全衛生法と同様とする）を、事業所の負担により実施することとしている。
　また、「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護員等に対する健康診断については、労働安全衛生法における取扱いと同様、訪問介護員等が事業者
の実施する健康診断を本人の都合で受診しない場合については、他の医師による健康診断（他の事業所が実施した健康診断を含む。）を受診し、その者が
当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、健康診断の項目を省略できるほか、費用については本人負担としても差し支えない（この取扱い
については、高齢者の医療の確保に関する法律により保険者が行う特定健康診査については、同法第２１条により労働安全衛生法における健康診断が優
先されることが定められているが、「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護員等については、同条の適用はないことから、同様の取扱いとして差し
支えない。）。

Q.
＜サービス提供体制強化加算＞
産休や病欠している期間は含めないと考えるのか。

21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q＆A(vol.1) ／6

A. 産休や介護休業、育児休業期間中は雇用関係が継続していることから、勤続年数に含めることができる。
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加算　サービス提供体制強化加算
厚生労働省Q&A　

Q.
＜サービス提供体制強化加算＞
「届出日の属する月の前三月について、常勤換算方法により算出した平均を用いる」こととされている平成２１年度の１年間及び平成２２年度以降の前年
度の実績が６月に満たない事業所について、体制届出後に、算定要件を下回った場合はどう取扱うか。

21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q＆A(vol.1) ／10

A.

　サービス提供体制強化加算に係る体制の届出に当たっては、老企第３６号等において以下のように規定されているところであり、これに従った取扱いと
されたい。
　「事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届出さ
せることとする。なお、この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から加算等の算定を行わないものとする。」
　具体的には、平成２１年４月に算定するためには、平成２０年１２月から平成２１年２月までの実績に基づいて３月に届出を行うが、その後平成２１年１月か
ら３月までの実績が基準を下回っていた場合は、その事実が発生した日から加算の算定は行わないこととなるため、平成２１年４月分の算定はできない
取扱いとなる。

Q.

＜サービス提供体制強化加算＞
サービス提供体制強化加算の新区分の取得に当たって、職員の割合については、これまでと同様に、１年以上の運営実績がある場合、常勤換算方法によ
り算出した前年度の平均（３月分を除く。）をもって、運営実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始した事業所又は事業を再開した事業所）の場合
は、４月目以降に、前３月分の実績をもって取得可能となるということでいいのか。

27.4.30 事務連絡 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A（vol.2）（平成27年4月30日）」の送付について ／63

A.
貴見のとおり。
なお、これまでと同様に、運営実績が６月に満たない場合の届出にあっては、届出を行った月以降においても、毎月所定の割合を維持しなければならず、
その割合については毎月記録する必要がある。
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加算　サービス提供体制強化加算
厚生労働省Q&A　

Q.
＜サービス提供体制強化加算＞
サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イとサービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロは同時に取得することは可能か。不可である場合は、サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イを取得していた事業所が、運営指
導等によって、介護福祉士の割合が60％を下回っていたことが判明した場合は、全額返還となるのか。

27.4.30 事務連絡 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A（vol.2）（平成27年4月30日）」の送付について ／64

A.

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イとサービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロを同時に取得することはできない。
　また、運営指導等によって、サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イの算定要件を満たさないことが判明した場合、都道府県知事等は、支給された加算の一部又は全部を返還させることが可能と
なっている。
　なお、サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イの算定要件を満たしていないが、サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロの算定要件を満たしている場合には、後者の加算を取得するための届出が可能で
あり、サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イの返還等と併せて、後者の加算を取得するための届出を行うことが可能である。

Q.
＜サービス提供体制強化加算＞
「10年以上介護福祉士が30％」という最上位区分の要件について、勤続年数はどのように計算するのか。

3.3.26 事務連絡 「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和３年３月26日）」の送付について ／126

A.

・ サービス提供体制強化加算における、勤続 10 年以上の介護福祉士の割合に係る要件については、
　介護福祉士の資格を有する者であって、同一法人等での勤続年数が 10 年以上の者の割合を要件としたものであり、
　介護福祉士の資格を取得してから 10 年以上経過していることを求めるものではないこと。

・ 「同一法人等での勤続年数」の考え方について、
　同一法人等（※）における異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる雇用形態、職種（直接処遇を行う職種に限る。）における勤続年数
　事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であって、当該施設・事業所の職員に変更がないなど、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合の勤続年数
は通算することができる。
（※）同一法人のほか、法人の代表者等が同一で、採用や人事異動、研修が一体として行われる等、職員の労務管理を複数法人で一体的に行っている場合も含まれる。

・ なお、介護職員等特定処遇改善加算において、当該事業所における経験・技能のある介護職員の「勤続年数 10 年の考え方」とは異なることに留意すること。 

※ 平成 21 年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Voi.１）（平成 21 年３月 23 日）問５は削除する。
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加算　サービス提供体制強化加算
厚生労働省Q&A　

Q.
＜サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算について＞
共生型介護保険サービス事業所についても、サービス提供体制強化加算や介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算の算定要件を満たすこ
とができれば、同加算を算定してよいか。

3.3.26 事務連絡 「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和３年３月26日）」の送付について ／124

A. 貴見のとおり。

Q.

＜サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算について＞
共生型介護保険サービスを提供する障害福祉サービス事業所においては、人員配置基準上、介護職員の配置は求められていない。このため、共生型介護
保険サービス事業所がサービス提供体制強化加算や介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算を算定するにあたっては、当該障害福祉サー
ビス事業所のホームヘルパーや生活支援員等の「福祉・介護職員」を介護職員とみなすこととして差し支えないか。

3.3.26 事務連絡 「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和３年３月26日）」の送付について ／125

A. 差し支えない。
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